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  １４番  武 藏 重 幸 議 員    １５番  秋 山   昇 議 員 

  ２５番  上 田 早 夫 議 員    ３３番  佐 藤 茂 光 議 員 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名 

広 域 連 合 長  梅 原 克 彦  副広域連合長  佐々木 功 悦

会 計 管 理 者  早 坂 良 輔  監 査 委 員  及 川 宜 成
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事 務 局 長  増 子 友 一  企画財政課長  日 野 一 典

電 算 課 長  佐々木 元 一  保 険 料 課 長  熊 谷   徹
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電算課電算班長  丹 治 俊 行  保険料課保険料班長  渡 辺 克 也

給付課給付班長  庄 子 泰 昭     

                                           

○議会事務担当出席職員職氏名 

 事務局長      中 里   豊 

 次  長      岩 渕 茂 樹 

 主  査      寺 澤 裕 介 

 主  事      清 水 泰 雄 

 主  事      柴 田 直 人 

                                           

○議 事 日 程（第１号） 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

   日程第２  会期の決定 

   日程第３  諸般の報告 

   日程第４  第１０号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度宮城

県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）） 

   日程第５  第１１号議案 財政調整基金条例 

   日程第６  第１２号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例 

   日程第７  第１３号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例 

   日程第８  第１４号議案 平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算

の認定について 

   日程第９  第１５号議案 平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正

予算（第１号） 

   日程第１０ 第１６号議案 平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号） 
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   日程第１１ 第１７号議案 監査委員の選任の同意を求めることについて 

   日程第１２ 一般質問 

   日程第１３ 議第６号議案 後期高齢者医療制度の円滑な実施に関する意見書 

   日程第１４ 議第７号議案 後期高齢者医療制度へのさらなる国の財政負担を求める意

見書 

                                           

○本日の会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

                                           

      午後１時００分  開会 

○議長（大泉鉄之助議員） ただいま出席議員が３２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより平成２０年第２回宮城県後期高齢者医療広域連

合議会定例会を開会いたします。 

  御報告いたします。 

  会議規則第２条の規定により、１４番武藏重幸議員、１５番秋山昇議員、２５番上田早

夫議員、３３番佐藤茂光議員から本日の会議に欠席の届け出がありました。 

  これより会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大泉鉄之助議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員に、７番森長一郎議員及び８番櫻井隆議員を指名いたします。 

                                           

     日程第２ 会期の決定 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたし
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ました。 

                                           

     日程第３ 諸般の報告 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に日程第３、諸般の報告を行います。 

  地方自治法第１９９条第９項の規定による定期財務監査結果報告及び同法第２３５条の

２第３項の規定による例月出納検査結果報告について、別紙写しとして配付しております

とおり監査委員から議長あて提出がありました。 

  次に、去る５月２１日、石巻市議会選出の大槻幹夫議員から、広域連合議会議員の辞職

願の提出がありましたので、地方自治法第１２６条の規定により５月２９日、これを許可

いたしましたので、御報告申し上げます。 

                                           

     日程第４  第１０号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度

宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

２号）） 

     日程第５  第１１号議案 財政調整基金条例 

     日程第６  第１２号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

     日程第７  第１３号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例 

     日程第８  第１４号議案 平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

決算の認定について 

     日程第９  第１５号議案 平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号） 

     日程第１０ 第１６号議案 平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号） 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、日程第４、第１０号議案、専決処分の承認を求めること

について（平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号））から

日程第１０、第１６号議案、平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）まで、以上７件を一括して議題とし、広域連合長より提案理

由の説明を求めます。梅原広域連合長。 
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○広域連合長（梅原克彦） 本日ここに宮城県後期高齢者医療広域連合議会が開会され、提

出議案を御審議いただくに当たりまして、後期高齢者医療制度の施行状況と議案の概要を

御説明申し上げます。 

  まず、制度の施行状況につきまして申し上げます。 

  当広域連合は、昨年２月の設立以来、構成市町村と連携をしながら制度施行の準備を進

めてまいりましたが、本年４月１日に後期高齢者医療制度が施行されました。４月１日現

在の被保険者の数は２４万８，４３４人でございました。 

  広域連合では、３月に被保険者に対して被保険者証を交付し、４月から療養の給付を初

めすべての医療給付を開始いたしました。さらに保健事業につきましても、準備の整った

市町村から順次実施をいたしているところでございます。 

  また、保険料につきましては、広域連合が４月に仮徴収額、７月に確定賦課額を決定い

たしまして、これを受けて各市町村が保険料の徴収を行っているところでございます。こ

の間、制度の施行日までに被保険者証が届かなかった事例や、誤って保険料を徴収した事

例が発生しましたことは、まことに遺憾なことでございます。 

  広域連合といたしましては、構成市町村と一層緊密な連携を図りながら、適正かつ円滑

な事務事業の執行に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

  制度の施行状況につきましては以上のとおりでございます。 

  次に、議案の概要につきまして申し上げます。 

  初めに、第１０号議案、専決処分の承認を求めることについて御説明をいたします。 

  これは、３月２４日に平成１９年度一般会計補正予算を専決処分したものでございます

が、歳入歳出それぞれ１億２，０９２万６，０００円を追加し、総額を１２億１８６万

３，０００円としたものでございます。 

  補正の内容につきましては、国から交付される高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金

が３月２１日の交付決定において増額されたことに伴いまして、歳入のうち国庫補助金を

増額するとともに、この交付金を原資として造成する後期高齢者医療制度臨時特例基金に

ついて、積立金を増額したものでございます。 

  第１０号議案につきましては、以上のとおりでございます。 

  次に、条例議案について御説明を申し上げます。 

  まず、第１１号議案、財政調整基金条例でありますが、これは広域連合の健全な財政運

営に資するため、財政調整基金を設置するものでございます。 
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  次に、第１２号議案、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例であ

りますが、これは政府系金融機関に関する法律の改正に伴い、条例の規定を整理するもの

でございます。 

  次に、第１３号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例でありますが、これはこのたび政府による制度の見直しにおいて新たに

保険料の軽減措置を講じることが決定されたため、これに応じることとし、保険料の軽減

について所要の規定を整備するものでございます。 

  軽減措置の内容としては、平成２０年度の保険料について、均等割と所得割の両方を軽

減するものであり、このうち均等割については、現在、均等割の７割を軽減されている方

を対象として、軽減の割合を８割５分に拡大するものでございます。また、所得割につき

ましては、所得割を負担する方のうち所得の低い方を対象として、所得割を一律５０％軽

減するものでございます。 

  条例議案につきましては以上のとおりでございます。 

  次に、第１４号議案、平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算の認定

につきまして御説明申し上げます。 

  平成１９年度は、制度が施行されていないため、一般会計のみの決算でございます。監

査委員の意見を付して議会の認定を受けようとするものでございます。 

  決算の内容としましては、まず歳入については、予算額１２億１８６万３，０００円に

対し収入済額は１２億２８０万８，６３３円でございます。内訳は、市町村負担金が４億

１，８５１万２，０００円、国庫支出金が７億８，２５０万２，０２８円、繰越金が１万

７，１６７円、諸収入が１７７万７，４３８円でございます。また、歳出については、予

算額１２億１８６万３，０００円に対し支出済額が１１億５，４５６万２，９７９円でご

ざいます。内訳は、議会費が２７８万８，６０７円、総務費が３億６，８８２万２，２０

３円、民生費が７億８，２９５万２，１６９円でございます。この結果、歳入歳出差し引

き残額は４，８２４万５，６５４円でございました。 

  第１４号議案につきましては以上のとおりでございます。 

  次に、第１５号議案、平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算に

つきまして御説明申し上げます。 

  この予算は、平成２０年度一般会計予算に歳入歳出それぞれ４，５３０万１，０００円

を追加し、総額を４億８５７万９，０００円と定めるとともに、債務負担行為を追加しよ
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うとするものでございます。 

  補正の内容については、まず平成１９年度決算において剰余金が確定したため、歳入の

うち繰越金を増額するとともに、所要額を財政調整基金に積み立てるものでございます。

また、電算システムによる業務の処理に関し、システムの動作の検証に必要な機器等を設

置するため、歳出のうち電子計算費を増額するとともに債務負担行為を追加するものでご

ざいます。さらに、そのために必要となる財源に充てるため、財政調整基金を取り崩し、

一般会計に繰り入れるものでございます。 

  第１５号議案については以上のとおりでございます。 

  次に、第１６号議案、平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算について御説明申し上げます。 

  この予算は、平成２０年度特別会計予算のうち、歳入予算の款項ごとの金額を補正しよ

うとするものでございます。 

  補正の内容については、まず、平成２０年度における保険料軽減措置の財源として国か

ら調整交付金が交付されることとされたため、歳入のうち国庫補助金を増額するものでご

ざいます。また、高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金の増額に伴い後期高齢者医療制

度臨時特例基金が増額されたことから、これを取り崩し、特別会計に繰り入れる金額につ

きましても増額するものでございます。さらに、以上２つの交付金が保険料軽減の財源と

なることから、市町村が広域連合に納付する保険料相当額の負担金について減額を行うも

のでございます。 

  第１６号議案につきましては以上のとおりでございます。 

  以上、提出議案の概要につきまして御説明を申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議を

賜り、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 続いて、第１４号議案について、監査委員から決算審査の結果

について報告を求めます。及川代表監査委員。 

○監査委員（及川宜成） 監査委員の及川でございます。 

  ただいま議長のお許しをいただきましたので、平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域

連合一般会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況について、審査の結果を御報告いたしま

す。 

  さきに広域連合長に提出した平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入

歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の写しの１ページをごらん願います。 
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  審査に当たりましては、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定

に基づき、６月２３日付で広域連合長から審査に付された平成１９年度宮城県後期高齢者

医療広域連合一般会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況について、その決算書等が関係

法令に準拠して調製されているかを確認し、それらの計数を会計管理者所管の諸帳票及び

各課から提出された決算資料等と照合するとともに、関係職員から説明を聴取し、さらに

例月出納検査の結果を踏まえて審査を実施いたしました。あわせて予算執行の適否等の審

査を実施いたしました。 

  審査の結果でありますが、審査に付された一般会計決算書、附属書類及び基金の運用状

況は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、それらの計数は関係諸帳簿と符合し

正確であり、予算執行状況についても適正であると認めました。 

  続きまして、決算の概要について申し上げます。 

  １の決算の総括についてでありますが、一般会計の歳入総額は１２億２８０万８，６３

３円、歳出総額は１１億５，４５６万２，９７９円であります。 

  歳入の主なものは、国庫支出金及び広域連合規約第１７条第１項第１号の規定に基づく

関係市町村の負担金となっております。 

  一方、歳出の主なものは、広域連合議会及び議会事務局の運営に係る経費、広域連合の

運営及び管理に関する経費、制度の周知のための広報に要する経費及び職員の給与等の負

担金並びに広域連合事務局内及び後期高齢者医療に関する電算システムに係る経費となっ

ております。 

  次に、一般会計決算収支状況についてでありますが、２ページの第１表、一般会計決算

収支状況のとおりであります。歳入歳出差し引き額は４，８２４万５，６５４円となり、

単年度収支は４，８２２万８，４８７円の黒字となっております。 

  款別の歳入歳出決算の審査概要につきましては、２ページの第２表及び４ページの第４

表に記載されておるとおりでございますので、説明を省略させていただきます。 

  次に、５ページをごらん願います。 

  基金の運用状況の審査結果についてでありますが、平成１９年度に後期高齢者医療制度

臨時特例基金が設置され、７億６，０２０万２，０２８円が積み立てられました。基金の

運用については、安全かつ効率的な運用に努めていただきたいと思います。 

  最後に、５ページ以降の結びにも述べておりますが、平成１９年度決算は、平成２０年

４月から開始される後期高齢者医療制度を円滑にスタートさせるため、制度の周知や被保
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険者証等の作成業務と、県内の市町村と広域連合を結ぶネットワークの整備を含む広域連

合電算システムを構築するための予算執行が主な決算内容となっております。 

  広域連合は、後期高齢者医療制度の制度施行に対応し、広報等により制度の周知に努め

てきておりますが、今後とも関係機関と緊密な連携を図りながら、制度の周知等にさらな

る取り組みと改善策等に対する的確な対応など、公正かつ適正な事業運営に一層努力され

ることを望むものであります。 

  以上を申し上げまして、平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算及び基金の運用状況の審査の結果についての御報告といたします。 

  御清聴いただきまして、ありがとうございました。 

○議長（大泉鉄之助議員） ありがとうございました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑通告者は６名であります。 

  なお、各グループには配分時間がありますので、これを超過しないように御協力のほど

をよろしくお願いいたします。 

  通告順に質疑を許します。 

  議案のうち第１４号議案について通告がありますので、発言を許します。 

  なお、質疑の際は質疑箇所のページ等をお示しください。 

  ２４番太田賢議員。 

○２４番（太田賢議員） 質疑、広報事業について。 

  議席番号２４番太田賢でございます。 

  通告に基づきまして、質疑をさせていただきます。 

  議案書の９ページと決算書をお開き願いたいと思います。 

  第１４号議案、平成１９年度決算の認定に関連し、広報事業について何点かお伺いした

いと思います。 

  後期高齢者医療制度は、本年４月より施行されましたが、法律の制定から制度の施行ま

で約２年間の準備期間があったにもかかわらず、この制度の導入についての周知がなかな

か徹底されず、とりわけ被保険者であります高齢者にとっては制度そのものがわかりづら

いといった指摘がなされてまいりました。また、これに加えて、制度施行の直前に政府に

よる見直しが行われ、保険料の激変緩和の措置が導入されたことなどから、現場では少な

からぬ混乱が発生し、その様子は、連日マスコミ各社により報道されてきたところであり
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ます。 

  この制度についてはいろいろと問題点も指摘されておりますが、広域連合としては、高

齢者が安心して医療を受けられるよう、まずはしっかりと的確に制度を運営していくこと

が何よりも重要であると思います。その上で、制度に改善すべき点がないかどうか改めて

点検を行い、そして改善すべき点があれば、市町村とともに直ちに実施していくことが今

最も求められているのではないかと思います。 

  そこで、まず質問の第１点目としまして、当広域連合におきましてもこれまでさまざま

な方法で制度の周知に努めてきたものと思いますが、平成１９年度の広報事業ではどのよ

うな取り組みを行ってきたのか、具体的に事業を挙げて説明いただきたいと思います。ま

た、それらの事業に要した費用、経費は、決算上、幾らになっているのかお伺いしたいと

思います。 

  次に、第２点目としまして、制度導入に関する広報活動は、広域連合だけでなく各市町

村においてもそれぞれ取り組んできたものと思いますが、具体的にどのような広報活動を

実施してきたのか、把握しているものについて説明願います。 

  第３点目としまして、これまでに広報、広域連合や市町村が行いました各種の広報事業

に対しては、補助金のような国から何らかの財政措置があったのかどうか。それから国自

身としては、この制度の導入に当たりどのような広報活動を行ってきたものかお伺いした

いと思います。 

  次に、第４点目としまして、保険料の広報・周知についてお伺いします。 

  高齢者にとって一番関心があるのは保険料ではないかと思いますが、保険料の取り扱い

は相当複雑になっております。したがって特に保険料についてはわかりやすく説明する必

要があると思いますが、広域連合や市町村ではこれまでどのような対応を行ってきたので

しょうか、お伺いします。 

  それから、第５点目としまして、４月の制度施行後において、広域連合や市町村の窓口

には高齢者や関係医療機関などから問い合わせや意見が数多く寄せられたと聞いておりま

すが、どのような状況であったのか、また現在はどのような状況になっているのかをお伺

いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの太田賢議員の質疑につきましては、事務局長から御

答弁を申し上げます。 
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○議長（大泉鉄之助議員） 増子事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から太田賢議員の質疑にお答えします。 

  まず、広域連合の平成１９年度の広報事業についてお答え申し上げます。 

  平成１９年度は、被保険者を初め住民の方々に対して制度の周知を図ってまいりました

が、具体的には、まず６月に制度啓発用のリーフレットを４９万１，０００部作成して、

市町村を通じて配布をしました。また１２月には保険料率をお知らせするリーフレットを

５９万５，０００部作成して、市町村や金融機関を通じて配布をしましたほか、制度啓発

用のポスターを７，６００部作成して、市町村や医療機関などに掲示をしていただきまし

た。２月には、制度の開始をお知らせするマグネットステッカーを４６０枚作成しまし

て、市町村の公用車に掲示をしました。また、３月には制度の概要をお知らせするパンフ

レット２万６，０００部と保健事業のリーフレット６万６，０００部を作成しまして、市

町村の窓口で配布をしましたほか、新聞広告を掲載いたしました。さらに、１１月と１

月、３月に広報紙をそれぞれ２万５，０００部作成して、市町村や医療機関などに配布を

しました。また、このほかにも制度の概要をまとめた小冊子を２７万３，０００部、それ

から保険料の仕組みをお知らせするリーフレットを２８万３，０００部作成しまして、被

保険者証や保険料の決定通知を送付する際に、あわせて配布をいたしております。それか

ら広域連合のホームページを開設しまして、広く制度の周知を図ってきたところでござい

ます。 

  これらに要した経費を合計しますと、平成１９年度決算ベースでは１，２０４万５，４

９９円となってございます。 

  次に、市町村が行いました広報事業についてお答えします。 

  まず、市町村におきましては、被保険者に対する説明会を実施してまいりました。説明

会の開催は、各市町村がそれぞれの方法で実情に応じまして開催をしましたため、その形

態や規模は市町村によって異なりますが、平成１９年度の開催回数は７３５回、出席者数

は延べ２万７，３４９人となってございます。また、広域連合の要請に応じまして、パン

フレットやリーフレットなどの印刷物をその都度、全世帯に配布したり、あるいは窓口で

配布をしました。さらに市町村の広報紙に制度の内容をお知らせする記事を掲載してまい

りましたが、その回数は、多いところで７回、平均では３回程度となってございます。ま

た、このほかにも各市町村がそれぞれ工夫をして広報事業を行っておりまして、独自にパ

ンフレットを作成したり、ケーブルテレビやコミュニティラジオを活用して広報を実施し
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た市町村もございました。 

  次に、広域連合や市町村の広報事業に対して国からの助成措置はあったのかとの質問に

お答えします。 

  広報事業に対する国の補助金については、平成１９年度に広域連合に対し高齢者医療制

度円滑導入臨時特例交付金が交付されましたが、このうち４８８万６，７６６円が広報事

業分とされております。広報事業分の臨時特例交付金については、平成１９年度から２１

年度までの３年間に広域連合が行う広報事業の一部に充てるものとされているところでご

ざいます。 

  なお、厚生労働省におきましては、今回の制度見直しに伴って、広域連合と市町村が実

施する広報事業に対して国庫補助を行うとしておりますが、現在のところ具体的な補助金

の金額は示されていないところでございます。 

  次に、平成１９年度に国が行った広報事業につきましてお答え申し上げます。 

  まず、１１月に制度の開始をお知らせするリーフレットが県を通じて市町村や各医療保

険者に配布されておりますが、本県に配布された部数は１万２，０００部でございまし

た。また、２月に後期高齢者医療制度の窓口負担をお知らせするポスターが医療機関や医

療保険者に配布されましたほか、３月には制度の概要をお知らせする新聞広告が全国主要

紙に掲載されるとともに、テレビやラジオの政府広報番組で広報が行われたところでござ

います。 

  次に、保険料の広報・周知についてお答えします。 

  保険料の広報・周知については、昨年作成したパンフレットにおいて、保険料の算定方

法や納付方法を説明した記事を掲載し、周知を図ってまいりました。また、市町村が実施

した説明会においても、保険料の具体的な計算方法や納付方法を説明してまいりました。

さらに、被保険者証や保険料決定通知の送付の際に、あわせて送付した小冊子やリーフレ

ットにおいても保険料についての説明を掲載し、周知を図ってきたところでございます。 

  次に、高齢者から寄せられた問い合わせや苦情についてお答えします。 

  高齢者の方や住民の方からの問い合わせについては、制度の施行前後から集中をしまし

て、４月には広域連合で１日１００件程度の電話がございました。その内容については、

保険料の算定や徴収方法に関するもの、被保険者証についての問い合わせが多数を占めて

ございました。電話などによる問い合わせは４月中旬以降減少してきておりまして、現在

は１日１０件程度となってございます。 
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  以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 太田議員。 

○２４番（太田賢議員） 再質問させていただきます。 

  広域連合でも市町村でも、限られた予算と人員の中で本当にいろいろの方法を使って広

報事業をやってきたというふうに私は思います。しかし実際にはそれでもやはりたくさん

の問い合わせや苦情が寄せられておりますが、そのことについてどのように考えておるの

かお伺いします。また、問い合わせや苦情を受けて、広報活動の面でいろいろな対応をと

られたと思いますが、どのように対応したのかをお伺いしたいと思います。 

  それから、これまでの一連の経過を踏まえて、今後、広報事業をどのように行っていく

のかお伺いします。特にこれから制度の見直しが実施されることになりますが、４月と同

じような混乱が起きないよう十分に広報事業を行う必要があると思いますが、いかがでし

ょうか。 

  それから最後に、広報事業は広域連合と市町村が実施するのが、これは当然のことと思

いますが、そもそもこの制度をつくったのは国でありますから、国はもっと積極的に対応

すべきではないかと思います。広報事業に対する助成や国自身の広報事業は必ずしも十分

でないのではないかと思っておりますが、執行部としてはどう考えているのかお伺いした

いと思います。以上でございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局の方から、太田議員の再質疑につきましてお答

え申し上げます。 

  まず、広報事業を行ったにもかかわらず、問い合わせや苦情が寄せられたことについて

どうかとの質問にお答え申し上げます。 

  広域連合におきましては、市町村と協力をしながらさまざまな機会をとらえて周知に努

めてまいりました。しかし、それ以上に制度の中身が細かく定められておりまして、高齢

者にとってわかりづらかったものというふうに考えてございます。広域連合としましては

高齢者の方からいただいたさまざまな御意見や要望を踏まえまして、具体的で丁寧な説明

に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  次に、問い合わせや苦情を受けてどのように対応したかとの御質問にお答え申し上げま

す。 

  高齢者からの問い合わせにおきましては、保険料に関するものが最も多いという状況に



 - 14 -

ございましたので、各市町村に要請をしまして、市町村の広報紙に保険料についての記事

を改めて掲載をしました。それから広域連合において６月に問い合わせの多かった事項を

中心に、改めてパンフレットを５８万２，０００部作成しまして、市町村を通じて被保険

者全員に配布をしたところでございます。 

  それから次に、今後の広報事業についてお答えします。 

  広域連合としましては、これまでの経過も踏まえまして、市町村と連携しながら一層の

広報・周知に努めてまいりたいというふうに考えてございます。具体的には、引き続き説

明会を開催しますとともに、パンフレットなどの配布、広報紙への記事の掲載を行ってま

いりたいというふうに考えております。 

  また、今回の制度見直しに伴う広報については、この議会で条例改正などの議決をいた

だけば、直ちに市町村と協力して広報を実施したいと考えてございます。 

  次に、国の広報事業に対する対応についてお答えします。 

  広域連合と市町村は、現場でこの制度を運営する主体として制度の周知を努めていく必

要がございますが、一方で国はこの制度の設計者でございますから、積極的な対応をお願

いしたいと考えております。このため広域連合におきましては、国による広報の実施や、

広域連合と市町村が実施する広報事業に対し財政措置を行うよう国に対して要望している

ところでございます。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、議題のうち第１３号議案について通告がありますので、

発言を許します。２２番今野章議員。 

○２２番（今野章議員） ２２番の松島の今野でございます。 

  この１３号議案につきましては、後期高齢者医療に関する条例の一部改正と、こういう

ことでございます。この条例改正は、７５歳以上の高齢者をこれまでの保険制度から追い

出しをして、別立ての医療保険に囲い込んで、診療報酬で差別を行って、高齢者から必要

な医療を取り上げるものだと、こういうふうに国民の方から大変な批判、また怒りが沸き

起こりまして見直さざるを得なくなったと、このように思っております。この４月にスタ

ートしたばかりの制度にもかかわらず、６月１２日、政府与党の負担軽減策として発表さ

れた内容を、その実施を図ろうとするものだと考えております。このことを踏まえまして

質問いたします。 

  まず、第１点でございますが、政府与党のこの負担軽減策を実施した場合、国民健康保

険料との比較で保険料が減少する割合は、創設時６９％から負担軽減策後には７５％に、
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全国平均で６％の改善をすると調査報告がされておりますが、しかしながら宮城県におき

ましては、制度の創設時７５％、軽減策後７５％と発表されており、今回の負担軽減策の

効果がほとんどないことの調査になっております。本県の調査報告の数字がなぜこのよう

な数字になっているのかについて伺い、また、負担軽減策が実施された場合、本県におい

てはどの程度軽減割合が改善されるのか、実際に負担増が解消されることとなる方々は何

人程度となるのか伺いたいと思うものであります。 

  ２点目でございますが、今年度の負担軽減策といたしまして、７割、５割、２割の軽減

を受けている方々はそれぞれ何人でしょうか。また、政府与党の負担軽減策で、今年度は

７割軽減を８．５割軽減にし、来年度は７割軽減対象者のうち年収８０万円以下の方が９

割軽減になるとされておりますが、今年度７割、２割の軽減を受けている方のうち所得割

軽減を受ける方はそれぞれ何人ぐらいになるのでしょうか。また、来年度、９割軽減とな

る方はおおむね何人ぐらいになるか、費用はどの程度になるか伺いたいと思います。 

  ３点目は、軽減策の中で発生をいたします問題点について伺いたいと思います。 

  例えば現行の軽減策で、同居している子供が世帯主である場合、３３万円を超える所得

がある場合、高齢者自身は低所得である場合、無収入でも７割軽減の対象にならないとい

うことになると思いますが、いかがでしょうか。 

  また、高齢者夫婦世帯で、夫の年金収入が１６８万円を超える場合、夫はもちろん妻も

７割軽減の対象にならず、今回の負担軽減策による均等割の軽減対象にもならないのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  さらに、来年度の均等割の軽減については、７割軽減世帯の被保険者全員が年金収入で

８０万円以下でなければ９割軽減の対象にならないというふうになっております。例えば

夫の年金収入が９０万円あれば、妻の年金収入が低くとも夫婦ともに均等割の９割軽減の

対象にならないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、年金収入８０万円

から１５３万円までの方は、所得割、均等割の対象にもならず、何ら見直しの恩恵に預か

れないと思いますが、以上の点について確認をさせていただきたいと思います。 

  また、現行の保険料の負担軽減策では、世帯としての年金収入の総額が同額でも、夫と

妻の年金収入の違いによって世帯で負担する保険料の総額に大きな差が出る問題がありま

す。例えば年金収入だけのＡ、Ｂ、Ｃの夫婦世帯があると仮定いたしまして、Ａ夫妻の年

金収入は、夫が２６０万円、妻が４２万円、Ｂ夫妻は、夫が１５２万円、妻が１５０万円

で、Ａ、Ｂ夫妻の世帯としての収入は３０２万円で同額でありますが、Ａ夫妻が世帯で納
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める保険料の合計は１１万３，８００円、Ｂ夫妻の場合は均等割の７割の軽減措置が行わ

れますので、２万３，２００円ということになります。Ａ夫妻とＢ夫妻との保険料の違い

は、収入が同じでも５倍もの開きが出ることになるのであります。また、Ｃ夫妻の年金収

入が、夫の２６０万円だけである場合、世帯で納める保険料の合計はＡさん夫妻と同額の

１１万３，８００円となります。世帯収入が多いＢさん夫妻の約５倍の保険料を支払わな

ければなりません。今年度８．５割軽減を導入すれば、さらに世帯間での保険料負担には

大きな差が出てくるものと思います。今お話しした事例のように１０倍の差となってくる

と、このように思うわけでありますが、確認をしていただきたいと思います。 

  以上のように現行の軽減対策、また今回の新たな軽減対策を行いましても、軽減対策に

は問題があるものと考えております。保険料が高過ぎるという声にこたえ、また、お話し

したような状態を少しでも解消するため、宮城県や市町村と協力を行って広域連合独自の

軽減対策を考える必要があると思いますが、見解をお伺いいたします。 

  また、今回の負担軽減策を行いましても、以上のように世帯の収入のあり方によって保

険料に大きな格差が生まれたり、公平性の上で問題が残るものと考えております。これは

後期高齢者医療制度が個人個人が加入をさせられ保険料を支払う保険であるにもかかわら

ず、保険料の負担軽減の制度では世帯別という算定の方式をとっていることから来るもの

だと思います。今回の軽減措置でも不十分であり、問題の解消は図られていないと考える

ものであります。一層の見直しを国に求めていくべきと考えますが、見解をお伺いしたい

と思います。 

  ４点目であります。今回の見直しで、一定の条件を満たせば年金天引きから口座振替に

することができるようになりますが、年金天引きをされた場合、扶養されている高齢者の

保険料を社会保険料として控除できないというふうに言われております。これは既に年金

天引きをされている介護保険料などでも同じようなことが起きていると言われておりま

す。口座振替になれば、社会保険料の控除ができ、天引きの場合とでは税額に差が出るこ

とが考えられます。口座振替をした方が得になるといいますか、利益になるというような

説明を窓口でする必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

  また、年金天引きのため、納税の際に世帯として社会保険料が控除できないという、こ

うした矛盾を解消していく必要性があると思いますが、この点でも国へ連合として意見を

上げていくべきだと思いますが、見解を伺います。 

  最後に、今回の対策で保険料の徴収を口座振替にすることができるようになりますが、
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条件として、国保の保険料を確実に納付していたこと、連帯納付義務者がおり、その口座

より納付する場合に限られております。年金からの天引きは、後期高齢者医療のほかに介

護保険、国保税、来年からは住民税についても年金天引きとなってまいります。年金から

の天引きは、一時的に冠婚葬祭などでお金が必要になった場合や電気・ガス・上下水道な

どの生活に必要な公共料金の支払いなどよりも先に保険料の天引きということになってま

いります。こうしたやり方は、高齢者の実際の生活や年金生活者の暮らしを無視したもの

と言わなければならないと思います。高齢者の暮らしがどうなっても保険料だけはしっか

り確保する、取り損ねのないようにという考え方ではないかと、このように思うわけであ

ります。高齢者の中には「頼んでもいないのになぜ勝手に年金から天引きをするのか」「財

産権の侵害ではないか」と、こういった声を私はたくさん聞いております。年金の天引き

はやめるべきだと、このように思いますが、見解をお伺いしたいと思います。以上であり

ます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。梅原広域連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの今野章議員の質疑につきましては、事務局長から御

答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から今野章議員の質疑にお答え申し上げます。 

  まず、先般、厚生労働省が実施した保険料額の変化に関する調査についてお答えしま

す。 

  この調査は、後期高齢者医療制度の施行に伴う保険料負担の推移を分析するために厚生

労働省が本年５月に実施したものでございまして、後期高齢者医療制度の保険料と、制度

が施行されないと仮定した場合の国保の保険料を比較したものでございます。具体的には

１２のモデル世帯を設定しまして、市町村ごとに保険料の変化を調査したものでございま

す。その調査結果については６月４日に公表され、モデル世帯ごとに保険料が増加あるい

は減少する市町村の数が発表されておりますが、これとあわせまして、制度の創設によっ

て保険料が減少する世帯の割合が発表されたものでございます。 

  それによれば、御指摘のとおり、宮城県においては制度の創設に伴い保険料が減少した

世帯が７５％でございますが、与党プロジェクトチームの軽減策導入によって保険料が減

少する世帯についても同じく７５％とされております。厚生労働省の調査自体は、保険料

額が変化した市町村の数を調査したものでございますから、世帯の割合やその推移につい
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ては推計を行ったものと思われますが、これらの数値については厚生労働省が調査分析を

したものでございまして、広域連合としましては、その積算の根拠について把握をしてい

ないところでございます。 

  次に、負担軽減策が実施された場合、本県においてどの程度負担割合が改善され、負担

増が解消される方は何人かとの質問にお答えします。 

  先ほど申し上げましたとおり、広域連合としては厚生労働省の調査報告の積算について

把握をしていないほか、市町村国保の保険料に関するデータを持っておりませんので、負

担軽減策実施後の負担割合や負担増が解消される人数についても把握できない状況にござ

います。 

  次に、現在行われている負担軽減策の人数についてお答えします。 

  現行の条例においては、所得の低い方を対象としまして、その所得水準に応じて均等割

保険料額を７割、５割、または２割軽減する措置をとっておりますが、７月の確定賦課時

点における対象者の数は、７割軽減が７万１，８４０人、５割軽減が６，３６０人、２割

軽減が１万３，２７９人でございまして、合計で９万１，４７９人となっております。 

  次に、今年度、均等割の軽減を受けている方のうち、今回の制度見直しにより所得割が

軽減される方の人数についてお答えします。 

  これについては、推計をしましたところ、７割軽減の方で所得割が軽減される方は約

２，６００人、５割軽減の方で所得割が軽減される方は約２，０００人、２割軽減の方で

所得割が軽減される方は約６，９００人と見込んでございます。 

  次に、来年度、均等割が９割軽減される方の人数と費用につきましてお答えします。 

  ６月１２日に政府与党で決定されました制度見直しでは、平成２１年度において７割軽

減世帯のうち、世帯の被保険者全員が年金収入８０万円以下の場合には、均等割を９割軽

減するとされております。来年度の保険料軽減についてはなお政府において検討が行わ

れ、今後具体的な内容が決定されることになっておりまして、お尋ねの対象者数や金額に

ついては現段階では積算できない状況になっております。 

  次に、議員から、個別の事例につきまして保険料軽減のお尋ねがございましたので、お

答えします。 

  まず、世帯主である子供と被保険者が同居する場合で、子供の所得が３３万円を超える

場合ですが、この場合には７割軽減には該当しませんが、５割軽減または２割軽減に該当

する可能性がございます。また、夫婦２人とも被保険者で、夫の年金収入が１６８万円を
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超える場合ですが、この場合につきましても７割軽減には該当しませんが、５割軽減、ま

たは２割軽減に該当する可能性がございます。 

  それから、来年度の軽減措置の関係でございまして、７割軽減世帯で夫の年金収入が９

０万円の場合ですが、現在の制度見直しの内容からすれば、この場合には９割軽減には該

当せずに７割軽減ということになります。また、同じく来年度の軽減措置の関係ですが、

７割軽減世帯で年金収入が８０万円から１５３万円までの方につきましては、従来どおり

７割軽減ということになります。 

  次に、現行の負担軽減策では、世帯の収入が同じでも年金収入の違いによって世帯の保

険料に違いが出てくる、８．５割軽減を導入すれば、さらに差が出てくるとの質問にお答

えします。 

  今回、制度見直しによる保険料の軽減については、高齢者の置かれている状況に十分配

慮し、きめ細かな対応を行うため、所得の低い方を対象にして保険料をさらに軽減するも

のでございますので、保険料の差は当然広がることになります。 

  次に、現行の軽減対策の差を解消するために、県や市町村と協力して広域連合独自の軽

減策を行うべきと思うが、どうかとの質問にお答えします。 

  保険料の軽減制度については、所得の低い方の負担を軽減するため、一定の要件を設け

て、これに該当した場合に特に保険料を軽減することとしているものでございます。した

がいまして要件を定める以上、具体的なケースの設定によっては必ずしも同じ取り扱いと

ならない場合も出てくるものでございます。 

  広域連合独自の軽減対策については、広域連合は独自の財源を持っておりませんので、

構成市町村やあるいは県などに財源の負担を求めるということになりますが、現在の厳し

い財政状況からすれば極めて難しいものと考えております。 

  次に、軽減措置を世帯別に行うことについて、見直しを国に求めるべきと考えるが、ど

うかとの質問にお答えします。 

  現行の低所得者に対する保険料の軽減については、高齢者である被保険者の生活は、そ

の扶養者や世帯主が支えていることが少なくないということから、その実態に基づきまし

て、生活をともにする世帯の所得に応じて判定することとしているものでございまして、

介護保険においても同様の取り扱いとなっているものでございます。 

  なお、保険料の軽減判定を個人単位で行うことについては、政府与党の制度見直しにお

いて今後さらに検討すべき課題とされておりまして、他制度との関連も含めて引き続き検
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討し、早急に結論を得るとされているところでございます。広域連合としましては、これ

らの国の動向を注視してまいりたいと考えております。 

  次に、年金天引きと口座振替では、社会保険料控除で税額に差が出ることについて説明

すべきではないかとの質問にお答えします。 

  御指摘のとおり、保険料を世帯主または配偶者名義の口座から口座振替により支払って

いただいた場合には、その保険料額については名義人の方の社会保険料控除の対象となり

まして、結果として税額が低くなるものでございます。保険料の徴収事務については、法

令の規定により市町村が行うものとされ、今回の制度見直しによる普通徴収の拡大につい

ても、政令の改正を受けて、市町村がその事務を行っているものでございますが、社会保

険料の控除についても、各市町村が窓口での相談などを通じて説明を行っているものでご

ざいます。 

  次に、年金天引きの場合には、世帯として社会保険料控除ができないことを解消すべき

ではないかとの質問にお答えします。 

  御指摘のとおり、年金天引きと口座振替では、社会保険料控除で差が出ることになりま

すが、このことは基本的に、医療保険の保険料の問題ではなく、税の計算においてどのよ

うな経費を控除すべきかという税の分野の問題でございまして、広域連合でお答えできる

問題ではないと考えております。 

  次に、保険料の天引きはやめるべきと思うが、どうかとの質問にお答えします。 

  保険料の徴収については、法律の定めにより、原則として特別徴収によるものとされ、

災害、その他、特別な事情がある場合や政令で定める場合には普通徴収によることができ

るとされておりまして、広域連合や市町村が任意に徴収方法を定めることはできない状況

にございます。 

  また、年金天引きについては、高齢者の方に納付の手間をかけないで済むことや市町村

の徴収コストを下げることができること、さらには保険料の確実な納付ができることなど

から、有効な徴収方法と考えております。 

  このたびの制度見直しによりまして、普通徴収の対象者の拡大が行われますので、こう

した制度が活用され、被保険者の利便性が向上するよう各市町村とともに取り組んでまい

ります。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 今野議員。 

○２２番（今野章議員） 時間がありませんので、再質問ということにはなりませんが、ま



 - 21 -

ず、せっかく質問の通告もさせていただいておりますのでね、データを持っていないか

ら、把握していないから答えられないということであってはならないと。やはり担当の市

町村の窓口に問い合わせをして、データを集めて、答えられるものは答えるという姿勢が

私は大事でないかということは申し上げておきたいと思います。 

  また、今の答弁の中でいろいろ言いたいことはありますが、これ以上お話しすると時間

がなくなってしまいます。今の局長の答弁を聞いていて、多分傍聴されている皆さん、

私、怒っているんじゃないかと思いますよ。だれが頼んだんだと、年金の天引きなんか

ね。そういう意味では、国に対してしっかりとこういう意見も上げていただきたいという

ことを要望して質問を終わらせていただきます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、議題のうち第１６号議案について通告がありますので、

発言を許します。３番熊谷洋一議員。 

○３番（熊谷洋一議員） 議席番号３番の熊谷洋一であります。 

  第１６号議案、平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補

正予算に関して質問をさせていただきます。 

  議案書の１３から１４ページを参考にしていただきたいと思います。 

  ６月１２日に政府与党が決定した高齢者医療の円滑な運営のための負担軽減等の特別対

策の実施に当たり、市町村における財政負担や事務処理負担が生じないよう、広域連合に

交付される調整交付金について、十分な財政措置を講じていただきたいということであり

ます。 

  以下、４点について質問をいたします。 

  １として、保険料の軽減対策の実施に伴い市町村が負担する通知書の作成、発送等に係

る事務費について、その金額を補助対象にならないかどうかであります。 

  ２として、国が示した特別対策に関する今後の実施等に係る特別調整交付金の交付基準

額を増額し、市町村が現に必要とする額を交付することができないかどうかであります。 

  ３点目として、きめ細かな相談のための体制整備に係る交付金について、十分な財政措

置を講じるとともに、速急に交付基準額を示されないかどうかであります。 

  ４点目として、特別対策の実施に当たって、市町村事務に係る負担の増加をできる限り

抑制するため、事務手続、広報の簡素化が図れないかということであります。 

  以上でありますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。連合長。 
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○広域連合長（梅原克彦） ただいまの熊谷洋一議員の質疑につきましては事務局長から御

答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から熊谷洋一議員の質疑にお答え申し上げま

す。 

  御質問の趣旨は、広域連合に交付される調整交付金の取り扱いでございますので、初め

に、調整交付金が交付されることとなりました経過について御説明を申し上げます。 

  去る６月１２日に政府与党により制度の見直しが決定されましたが、７月２３日に厚生

労働省令が改正されまして、平成２０年度における保険料の減額賦課、その他制度の円滑

な運営のために必要な措置について、調整交付金のうち特別調整交付金が交付されること

とされました。 

  これを受けまして、同じく７月２３日に、厚生労働省から各広域連合に対して今年度の

調整交付金の取り扱いについて通知がなされたところでございます。それによれば、保険

料軽減の財源のほかに、今回の制度見直しに関する広報や相談のための体制整備などにつ

いても調整交付金により財政措置を行うこととされましたが、広域連合だけでなく市町村

に対しても助成するとされたところでございます。 

  次に、質疑にお答えしたいと思いますが、まず、市町村が負担する通知書の作成や発送

などに関する事務費を補助対象にできないかとの質問にお答えします。 

  初めに申し上げましたとおり、今回交付される調整交付金は市町村に対しても交付され

ることとされておりますが、交付の方法としては、いったん広域連合に交付金が交付さ

れ、広域連合から各市町村に助成することになるものと考えられます。 

  御指摘のとおり、今回の制度見直しに伴い、広域連合や市町村においてはさまざまな事

務的な経費が必要になりますが、調整交付金についての具体的な交付要綱などは現在のと

ころ示されていない状況にございます。当広域連合においては、制度見直しに伴い必要と

なる経費については国が責任を持って手当てすることを要望しているところでございます

が、今後の国の対応を慎重に注視してまいりたいと考えております。 

  次に、広報の実施等についての交付金を増額して、市町村に交付してはどうかとの質問

にお答えします。 

  市町村が行う広報活動については、調整交付金の対象とされているところですが、先ほ

ど申し上げたとおり具体的な交付要綱などは現在示されていない状況にございます。 
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  提案の御趣旨は、調整交付金に広域連合の財源を上積みして市町村に交付することと思

われますが、広域連合の経費については構成市町村の負担金によって賄われますことか

ら、結果的にはその財源を市町村が負担することになるため、実施するのはなかなか難し

いというふうに考えております。 

  次に、相談のための体制整備に関する交付金について、十分な財政措置を講じるととも

に、早急に交付基準額を示されたいとの質問にお答えします。 

  厚生労働省の通知によれば、市町村の窓口端末の増設や相談スペースの確保などについ

て調整交付金の対象にするとされておりますが、具体的な交付要綱や交付基準額などは現

在のところ示されていない状況にございます。広域連合としましては、今後の国の対応を

注視しますとともに、交付金の算定方法などについて早急に示すよう求めてまいりたいと

考えております。 

  次に、市町村事務の増加をできるだけ抑えるため、事務手続の方法の簡素化を図られた

いとの御質問にお答えします。 

  今回の制度見直しは、本年４月からの制度の施行状況などを踏まえ、制度の円滑な運営

を図るため、高齢者の置かれている状況に十分配慮し、きめ細かな措置を講じることを目

的としているものでございまして、広域連合としては、市町村と緊密な連携をとりながら

この見直しの内容を的確に実施することが重要と考えております。 

  しかしながら一方で、御指摘のとおり今回の制度見直しの実施により市町村が行うべき

事務の量は当然ふえることになります。当広域連合においては、これまで市町村の担当課

長会議などを随時開催しまして事務の進め方について協議を行ってまいりましたが、引き

続き各市町村と十分協議しながら、効率的・効果的な事務の執行に取り組んでまいりたい

と考えております。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 熊谷議員。 

○３番（熊谷洋一議員） それぞれ答弁があったわけでありますが、なかなか明確には示さ

れておらないところがあるわけであります。今後、国の動向を注視しながら対応していく

ということであります。このままいきますと市町村の負担というのが非常に大きくなって

くるわけですね。９月の議会を控えておるわけでございまして、なかなか財政的に厳しい

市町村ですので、予算が組めないという状況に陥る場合があろうかと思います。この後、

意見書の中にも出てきますが、強く国の方に働きかけをしていただきたいということを要

望して私の質問を終わります。ありがとうございました。 



 - 24 -

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、議題のうち第１３号議案について通告がありますので、

発言を許します。８番櫻井隆議員。 

○８番（櫻井隆議員） 議席番号８番の櫻井でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案書の７ページをお開きいただきたいと思います。 

  私からは、第１３号議案、後期高齢者医療条例の一部を改正する条例について質問させ

ていただきたいと思います。 

  ４月に後期高齢者医療制度がスタートして以来、この制度につきましては国民の間で大

きな関心を集め、制度のあり方がいろいろと議論されてまいりました。去る６月１２日に

は政府与党による制度の見直しが決定され、これを受けて７月２２日に関係する政令の改

正が閣議決定されました。 

  こうした状況の中、このたび提案された条例の改正は、さきの政府決定を受けて制度の

改善を行うものと理解しておりますが、低所得者に対して一層の保険料軽減が盛り込まれ

ております。 

  そこでお伺いしたいと思いますが、保険料の軽減については既に制度がございますの

で、初めに、現在の保険料軽減制度がどのように運用されているのか、何点かお伺いしま

す。 

  まず、保険料の軽減を行うには当然財源が必要になってくると思いますが、その財源は

だれがどれだけ負担するのか、その財源の仕組みについて具体的に御説明お願いしたいと

思います。 

  次に、２点目でございますが、今回、新たに保険料軽減を行う本当の目的はどこにある

のか、その点をお伺いしたいと思います。 

  それから、今回の見直しにつきましては、制度が始まってから年度の途中で変更を行う

わけでありますから、現場での準備作業をしっかりと行い、間違いがないようにすること

が重要になってまいります。今回の見直しを行うには広域連合では具体的にどのような作

業を行うのか、また、そのために体制を十分とれているのかお伺いしたいと思います。 

  次に、今回改めて保険料が軽減されるわけでありますから、非常に気がかりなのが、対

象者が漏れなく特例を受けられるかどうかという点でございます。今回の特例を受けるた

めに、対象者の方々が具体的にどのような手続をすればよいのかお伺いしたいと思いま

す。 

  それから、実際に実務を行う場合には、例えば広報事業などいろいろと経費が必要にな
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ってくると思いますが、その財源についてもどのようになるのかお伺いしたいと思いま

す。 

  そして最後に、この制度についてはさまざまな議論がなされておりますが、国会では後

期高齢者医療制度の廃止法案が提出されております。この制度に対する認識につきまして

改めて広域連合長の所見をお伺いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。梅原広域連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの櫻井隆議員の御質疑にお答え申し上げます。 

  私からは、国会で後期高齢者医療制度の廃止法案が提出されているが、この制度に対す

る認識はどうかとの御質問にお答え申し上げます。 

  後期高齢者医療制度は、急速な少子高齢化の進展や経済の低成長への移行など、医療を

取り巻く環境が大きく変化する中で、いわゆる国民皆保険を堅持し、高齢者の方々に対し

将来にわたって安定的に医療サービスを提供するために創設されたものでございます。 

  また、この制度は、我が国が超高齢社会を迎えたときに従来の老人保健制度では医療制

度全体を支え切れないという認識から、長年にわたる議論が重ねられ、制度設計されたも

のでございます。 

  したがいまして、後期高齢者医療制度は高齢者の方々の医療を確保する上で重要な仕組

みであり、広域連合といたしましては、引き続き構成市町村と連携をしながら制度の定着

と安定的な運営に向けて適正な制度の実施に取り組んでまいりたいと考えております。 

  そのほかの御質問につきましては、事務局からお答え申し上げます。私からは以上でご

ざいます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から櫻井隆議員の質疑にお答え申し上げます。 

  まず、現行の保険料軽減の財源につきましてお答えします。 

  現行制度の財源の仕組みについては、被用者保険の被扶養者だった方に対する平成２０

年度の特例措置と、それ以外の通常行われる軽減措置で取り扱いが異なるということにな

ります。 

  まず、被用者保険の被扶養者だった方に対する平成２０年度の特例措置については、国

が財源の全額を負担しまして、広域連合に対して高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金

を交付するということになります。これに対しまして、それ以外の通常行われる軽減措置

については、まず県が軽減額の４分の３を各市町村に交付しまして、各市町村はこれに軽
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減額の４分の１を加えて広域連合に納付するということになります。なお、この場合、県

と市町村が負担した軽減額については普通交付税の基準財政需要額に算入されまして、地

方財政措置が講じられることとされております。 

  次に、今回の制度見直しで、保険料の軽減を行う目的とその対象者についてお答えしま

す。 

  今回の制度見直しについては、与党プロジェクトチームの検討に基づき、政府において

決定されたものでございますが、保険料の軽減については、高齢者の置かれている状況に

十分配慮し、きめ細かな対応を行うため、所得の低い方に対するさらなる負担軽減を行う

こととしたものでございます。この軽減措置については、基本的には平成２１年度から実

施するものとされ、引き続き政府与党において検討が行われることになりますが、今年度

については経過的な軽減措置を講じるものでございます。 

  今年度の軽減措置については、保険料の均等割と所得割の両方について軽減を行うこと

としておりますが、このうち均等割については、現在所得が低いため均等割の７割を軽減

されている方を対象としまして、軽減の割合を８割５分に拡大いたしますが、対象者の数

については約７万２，０００人、軽減する金額については約４億２，４００万円と見込ん

でおります。また、所得割については、所得割を負担する方のうち基礎控除後の総所得金

額等が５８万円以下の方を対象としまして所得割を一律５０％軽減いたしますが、対象者

の数については約１万７，０００人、軽減する金額については約１億７，１００万円と見

込んでおります。 

  次に、今回の軽減措置のために必要となる広域連合の作業と、そのための体制について

お答えします。 

  今回の軽減措置を行うためには、まず、広域連合の電算システムのプログラムを改修

し、対象となる被保険者の保険料を算定の上、保険料の変更決定を行うことになります。

その後、算定した保険料の情報を広域連合から市町村に送付しまして、市町村においてそ

の情報をもとに納付書等を作成し、９月末までに被保険者に送付することになります。ま

た、作業を実施する体制については厳しい作業日程になりますが、市町村と十分協力しな

がら何とか対応してまいりたいというふうに考えております。 

  次に、被保険者が今回の特例を受けるためにはどういう手続が必要かとの御質問にお答

えします。 

  今回の軽減措置については、被保険者からの申請に基づいて行うのではなくて、広域連
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合が職権で行うものでございまして、基本的には、市町村から提供された被保険者の所得

情報などに基づきまして広域連合が実施することになります。したがいまして被保険者か

らの手続は特に必要はなく、対象となる方全員が軽減を受けられるものでございます。 

  次に、今回の軽減措置に伴う広報事業などの経費の財源についてお答えします。 

  御指摘のとおり、軽減措置を行うことになれば、保険料軽減の財源のほか、広報・周知

のための印刷物の作成やその送付などの経費が必要になりますが、厚生労働省においても

各広域連合の要望を受けて、今回の制度見直しに伴って広域連合と市町村が実施する広報

事業に対して国庫補助を行うとしております。ただし現在のところは具体的な交付要綱な

どは示されていないところでございます。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 櫻井議員。 

○８番（櫻井隆議員） ありがとうございました。 

  最後、２点ほど再質問したいと思いますが、まず今回の保険料軽減は年度の途中で、し

かも制度開始間もない時期に行われておりますので、事務が滞りなく行われるかどうか、

また高齢者の方に混乱が生じないかどうかなど不安な点もたくさんあります。執行部とし

ましては、見直しの内容を円滑に実施していただくためにどのように対応していくのかお

伺いしたいと思います。 

  それから最後に、後期高齢者医療制度に対しましては今後ともさまざまな議論が行わ

れ、見直しも行われると思いますが、広域連合としましてはどのように今後対応していく

のかあわせてお伺いしたいと思います。以上です。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） 櫻井議員の再質疑につきましてお答え申し上げます。 

  まず、見直しの内容を円滑に実施するためにどう対応するのかとの御質問にお答えしま

す。 

  今回の制度見直しにつきましては、制度の施行直後に行われますことから、速やかに事

務を進めるとともに、対象となる方々に十分周知を図ることが重要でございます。このた

め、まず広域連合と市町村のそれぞれの事務が円滑で効率的に行われるように十分調整を

行って、緊密な連携をとりながら事務を進めてまいりたいと考えております。 

  また、広報については、議会で議決をいただいた後、市町村と協力しながら直ちに広報

活動を行いたいと考えてございます。 

  次に、制度に対するさまざまな議論や見直しに対してどう対応するのかとの御質問にお



 - 28 -

答えします。 

  広域連合は、この制度を運営する実施主体でございますので、まずは制度の適正な実施

に取り組むことが何よりも重要でございますが、現場の実施主体としましてさまざまな検

討を行いまして、必要に応じて国に対し現場の意見を伝え、あるいは改善すべき点は改善

を求めてまいりたいというふうに考えております。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、議題のうち第１３号議案について通告がありますので、

発言を許します。３０番遠藤釈雄議員。 

○３０番（遠藤釈雄議員） ３０番遠藤であります。 

  １３号議案に関しましての質問でございます。 

  先ほどから前者の方々が私の趣旨、保険について大分質問をされて、答えを受けており

ますけれども、ダブらないように私なりに質問したいと思います。 

  そこで、新たな保険料軽減に対する周知体制はどのようにするのか。 

  本議案が、２０年度における低所得者に対する保険料軽減しようとする条例の改正であ

りまして、通れば１０月からの実施ということになりまして、わずかな期間での周知作業

を行わなければならないと思います。これに対して、広域連合とか各市町村ともこれに合

わせてシステム改修が確実に行われ、新たに実施される今回の保険料軽減措置の通知が対

象者すべてに間違いなく送付できるのかな、その心配が１つございますので、お答えいた

だきたいと思います。 

  次に、保険料軽減の対象者数、先ほど来、実数が出てまいりました。そこで私の質疑の

趣旨でございますが、さきの４月からの本制度実施において、特に国民健康保険からの移

行者に対しては実数がつかめておりますが、社会保険における被扶養者が後期高齢者医療

制度の被保険者となった場合に、その扶養者としての実態とそれから保険者になったとき

の実数にずれがあったと聞いております。今回のこの制度がそのような不手際で対象を外

れた場合、大変、この恩恵に預かれない場合が出てまいりますので、その辺の確認がしっ

かりとなされているのかお聞きしたいと思います。 

  それから、本制度における財源についてでございますが、先ほど来、いろいろな形で財

源についての心配が質疑されておりますが、やはり市町村として、軽減された保険料相当

分とかシステム改修経費及び賦課納付通知書の送付経費など、国は本当にこれを負担して

くれるのかなと。ただいまの状況では、まだ国が負担するといっても財源の確保をどのよ

うな形で確保するのか定まらない中で、広域連合もそうでありましょうが、各市町村もこ
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のことによって後で各市町村被保険者が考えていない負担増を強いられるのではないかな

と心配がございます。そういった点から、国による財源確保が本当に信じられるものなの

か、その心配に対してお答えいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの遠藤釈雄議員の質疑につきましては、事務局長から

御答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から遠藤釈雄議員の質疑にお答えします。 

  まず、今回の制度見直しによる保険料軽減の通知を間違いなく送付できるのかとの御質

問にお答えします。 

  今回の保険料軽減は、高齢者の置かれている状況に十分配慮し、きめ細かな対応を行う

ため、所得の低い方に対するさらなる負担軽減を行うものでございますが、御指摘のとお

り６月に政府与党の方針が決定され、１０月から実施することとされたものでございまし

て、本日関係議案が可決されれば、極めて厳しい日程の中で作業を行うことになります。 

  今回の軽減措置を実施するためには、まず、広域連合の電算システムのプログラムを改

修し、対象となる被保険者の保険料を算定の上、保険料の変更決定を行うことになりま

す。その後、算定した保険料の情報を広域連合から市町村に送付しまして、市町村におい

てその情報をもとに納付書等を作成し、９月末までに被保険者に送付するということにな

ります。 

  広域連合におきましては、全体的なスケジュールを調整するとともに、厚生労働省から

配布されたプログラムの検証作業を行いながら、確実な軽減賦課ができるよう事務を進め

てまいりたいと考えております。また、市町村に対しても、納付書等が９月末までに確実

に送付できるよう、着実な事務の執行を要請してまいります。 

  次に、今回の保険料軽減に伴う財源は、国において確実に負担されるのかとの御質問に

お答えします。 

  今回の保険料軽減措置については、国の決定に基づいて広域連合が実施するものでござ

います。それから国が保険料軽減に伴う財源を全額負担するとしておりますので、財源と

なる調整交付金に不足が生じる事態は起こらないものと考えております。また、政府与党

の決定を受けて、７月２３日に厚生労働省令が改正されまして、平成２０年度における保

険料の減額賦課、その他制度の円滑な運営のために必要な経費について、調整交付金のう
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ち特別調整交付金が交付されることとされたところでございます。さらに、同じく７月２

３日に厚生労働省から各広域連合に対して、今年度の調整交付金の取り扱いについて通知

が出され、今回の保険料軽減の財源について全額を調整交付金の対象にするとされたとこ

ろでございます。 

  当広域連合におきましては、これまで制度の見直しに伴い必要となる経費については国

が責任を持って手当てすることを要望しているところでございますが、引き続き国に対し

て適正な財政措置を行うよう求めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  保険料軽減の対象者の確認につきましては、保険料課長の方から答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 保険料課長。 

○保険料課長（熊谷徹） 遠藤議員の対象者のことについて、特に御質問の趣旨が被用者保

険の被扶養者というお話でもございましたので、そのことについてお答えさせていただき

たいというふうに考えてございます。 

  被用者保険の被扶養者につきましては、この情報につきましては、制度を実施している

広域連合において市町村の方から送付されてくる情報ではございません。これにつきまし

ては、支払基金という機関の方から情報をちょうだいして賦課するというような形になっ

てございます。そういうことでございますので、被用者保険の被扶養者に関しましては、

これに係る保険料の賦課について、間違いなくなされるかというような御質問だったとい

うふうに考えておりますが、我々といたしましては、支払基金の方からいただいた情報に

基づきまして確実に処理をしているところではございますが、そもそも送られてくる情報

が完璧でないということもございますので、もし万が一、間違って賦課がされるというよ

うな状況になりました場合には、お申し出等いただきまして適切な対応をしてまいりたい

というふうに考えております。 

  今回の保険料の軽減の賦課に関しまして、その把握ということでございますけれども、

こちらにつきましては、８．５割軽減の方に関しましては現在７割軽減を受けている方と

いうことが対象になります。また、所得割額の軽減につきましては、旧ただし書き所得５

８万円以下の方を対象ということで考えているところでございます。 

  こちらの、今回御提案いたしましたこの対象金額の積算に当たりましては、厚生労働省

の方から配布されましたプログラムに基づきまして計算をし、推計をしているところでご

ざいまして、均等割軽減対象者は７万２，０００人、所得割軽減の対象者は約１万７，０

００人と見込んでいるところでございます。私からは以上でございます。 
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○議長（大泉鉄之助議員） 遠藤釈雄議員。 

○３０番（遠藤釈雄議員） 今回は、ただいま説明がありましたとおり所得割と均等割の軽

減について条例改正しようとしております。これは県連合会としても少しでも被保険者の

負担を少なくしようとすることだと思いますが、これはたしか選択制でありました。そう

いった中で、いつもこの会に来て思うのですが、県連合会としての自主性というのはどう

いうところにあるのかなと思っております。今回の財源を必要とする条例改正などにおい

ても、特にその思いを強くするものであります。これまで連合会に寄せられた被保険者の

皆様からの心配あるいは不安がある中で、連合会としては、後期高齢者制度のあり方、今

後どのような方向に進まなければならないという感触を持っているか、最後にお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局を代表して、事務局長から決意のほどを表明してくださ

い。事務局長。 

○事務局長（増子友一） 後期高齢者医療制度につきましては、少子高齢化の急速な進行、

あるいは経済の低成長への移行等、医療を取り巻く状況が大きく変化する中で、今後の医

療制度を確保して、高齢者に対して将来にわたって安定的な医療サービスを提供するため

に創設されたものでございます。したがいまして、広域連合としましてはこの制度を確実

に実施しまして、制度の定着と円滑な運営を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、議題のうち第１０号議案、第１５号議案及び第１６号議

案について通告がありますので、発言を許します。４番沼倉啓介議員。 

○４番（沼倉啓介議員） 白石の沼倉でございます。 

  今、議長より発言のお許しをいただきましたので、通告に従いまして質疑をさせていた

だきますが、複数の同僚議員の方の質疑の中で重複している部分があるように、今、お聞

きしておりますが、当初どおり質疑をさせていただきます。よろしくお願いをいたしま

す。 

  私からは、国の財政措置について何点かお伺いいたしたいと思います。 

  まず初めに、議案書の１ページをお開きください。 

  第１０号議案、専決処分の承認を求めることについてについてお伺いいたします。 

  まず１点目、平成１９年度の臨時特例交付金についてでありますが、この交付金につい

てはさきの定例会において予算の補正が行われ、その際に予算計上が行われたものでござ
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いますが、それが年度末に改めて補正が行われた、専決処分を行うことになった経緯につ

いてお伺いしたいと思います。 

  また、臨時特例交付金については、保険料軽減の財源と広報・周知のための事業に充て

るということになっておりました。交付金の最終的な内訳が幾らになるのかお示しくださ

い。 

  次に、２点目ですが、臨時特例交付金が増額され、保険料軽減の財源が増額されたこと

になりますが、いわゆる保険料の激変緩和措置の財源はこの金額で大丈夫なのかどうか心

配をしております。仮に財源に不足が生じる場合には改めて交付金が増額されるのかどう

かお伺いいたします。 

  次に、３点目ですが、後期高齢者医療制度については高齢者に対する説明が十分でなか

ったと報じられ、今、質疑の中でも取り上げられておりますが、臨時特例交付金のうち交

付事業に充てる交付金については今後増額される見込みはないのかどうかお聞きしたいと

思います。 

  また、交付事業分の交付金はどういう事業が対象になるのか、お伺いいたします。それ

に対して広域連合としては具体的にどういう事業を行う予定なのか、お伺いしたいと思い

ます。 

  それから、議案書の１０ページをお開きください。 

  第１５号議案、平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算について

お伺いいたします。 

  まず１点目、今回の補正予算で、第２表債務負担行為補正について電算システムの経費

の増額が計上されております。現在の電算システムの運用状況がどうなっているか、そし

てなぜ業務検証用機器が必要なのかお聞きしたいと思います。 

  それから２点目、これまでの電算システムには相当の経費がかかっていると思います

が、実際にどれくらいかかっているのか。これは成果にも記載されておりますが、改めて

お伺いいたします。また、あわせて、それに対して国からの助成が行われたのか、これも

お伺いしたいと思います。 

  それから、議案書の１３ページをお開き願いたいと思います。 

  ３点目の第１６号議案、平成２０年度後期高齢者医療特別会計補正予算についてお伺い

いたしますが、まず１点目、特別会計補正予算では今回の保険料軽減に伴う財源として５

億９，５００万円を計上しておりますが、その具体的な内容をお聞きしたいと思います。
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また、国は財源の全額を負担するとのことでありますが、調整交付金の額は実際に確定し

たのかどうかについてもお伺いいたします。 

  次に、２点目、調整交付金は保険料軽減の財源として交付されるわけですが、調整交付

金に不足が生じることはないのかどうか。仮に不足が生じる場合にはどう対応するのか、

これもお伺いしたいと思います。 

  それから、国の財政措置に関連して、政府要望についてお伺いいたします。 

  さきの定例会において、梅原連合長は、広域連合としては真に必要なものについては国

に対して積極的に要望を行ってまいりたい。また、その方法としては当広域連合が単独で

行うほか、東北各県の広域連合と連携をとりながら合同で行うことを検討してまいりたい

と答弁しておられました。そして、このたびの状況を受けて、広域連合では要望活動を行

ったと伺っておりますが、政府要望の状況についてお聞きいたしたいと存じます。 

  まず、１点目は、７月４日に広域連合が政府要望を行っているようでありますが、要望

の具体的な内容とそれに対する国の対応状況について。 

  ２点目は、同じく７月４日に東北６県の広域連合が共同で政府要望を行ったと聞いてお

りますが、東北６県で要望を行うに至った経緯と要望の内容、また、要望に対する国の対

応がどうであったのかお伺いいたします。 

  ３点目ですが、宮城県単独の要望も東北６県共同の要望も、どちらも今回の制度見直し

に対する要望を最初に掲げておられますが、この要望については、内容からしてすぐに対

応していただく必要があります。いわば緊急の要望でありますが、今回の制度見直しに当

たって国が具体的にどう対応しているのか、現在の状況を伺ってまいりたいと思います。 

  まず１回目の質問を終わります。 

○議長（大泉鉄之助議員） 質疑が多岐にわたっておりますので、整理をして答弁を願いた

いと思います。答弁願います。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの沼倉啓介議員の質疑につきましては、事務局長から

御答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 増子事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から沼倉啓介議員の質疑にお答え申し上げま

す。 

  まず、平成１９年度補正予算を専決することになった経過についてお答えします。 

  平成１９年度補正予算については、歳入歳出それぞれで１億２，０９２万６，０００円
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を追加したものでございますが、具体的には高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金が増

額されたため増額補正を行ったものでございます。 

  臨時特例交付金については、被用者保険の被扶養者だった方を対象とする保険料軽減措

置の財源、それから広域連合が行う広報・周知の事業経費に充てることを目的としまして

国から交付されるものでございますが、その仕組みとしましては、広域連合が国から交付

金を受け、これを原資にして基金に積み立てまして、対象となる経費に充当するものでご

ざいます。 

  広域連合におきましては、厚生労働省から示された算定方法に基づいて歳入歳出それぞ

れで所要額を計上してまいりましたが、厚生労働省の最終的な交付決定が３月２１日に行

われまして、交付金の額が１億２，０００万円ほど増額されたものでございます。増額さ

れた理由は厚生労働省から示されておりませんが、事実上、算定方法が変更されたもので

ございます。この交付決定に伴いまして歳入予算を増額させるとともに、歳出予算として

基金の積立額を増額させることが必要になってまいりましたが、１９年度中に処理をしな

ければならなかったため、３月２４日に専決で予算の補正を行ったものでございます。 

  また、最終的な臨時特例交付金の内訳は、保険料軽減措置の財源分が７億５，５３１万

５，２６２円、広報・周知事業の経費分が４８８万６，７６６円となってございます。 

  次に、保険料軽減措置の財源に不足が生じる場合の対応についてお答えします。 

  保険料軽減の財源として交付される臨時特例交付金は、全額を国で負担することとされ

ておりますが、交付金に不足が生じる場合には精算の段階で追加交付されることになって

おります。 

  なお、当広域連合におきましては、広域連合の財政運営に支障が生じないよう、保険料

軽減措置の財源が不足する場合には今年度中に確実に追加交付を行うよう厚生労働省に要

望を行っているところでございます。 

  次に、広報事業分の交付金は、今後増額される見込みはないのかとの質問にお答えしま

す。 

  広報・周知事業の経費分については、国が経費の一部を負担することが前提になってお

りますので、今後この交付金が増額される見込みはないものと考えております。 

  なお、広報・周知分の交付金の充当事業については、平成１９年度から２１年度までの

３年間に広域連合が行う広報・周知事業とされておりますが、当広域連合においては、こ

とし６月に配布したパンフレットの作成経費に充当したいと考えてございます。 
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  次に、電算システムの運用状況と業務検証用機器の導入についてお答えします。 

  広域連合の電算システムについては、厚生労働省がプログラムを開発し、広域連合がこ

れを受けてシステムを構築することになっておりますが、実際にシステムを使って業務を

処理するためには、プログラムが正常に動作するかどうか、あるいは個々の業務が正常に

処理できるかどうかなどについてあらかじめ別の機械を使って確認や検証を行う必要がご

ざいます。しかしながら、厚生労働省から提供されたプログラムについては修正や変更が

繰り返され、さらには制度の施行に伴いまして、個別の業務についても順次検証作業を行

わなければならない状況にございますため、検証作業全体の業務量が非常に大きなものに

なってきております。このようなことから今回、平成２０年度一般会計予算を補正し、電

算システムの業務の検証に必要な機器を導入しますとともに、その運用を委託しようとす

るものでございます。 

  次に、これまで電算システムに要した経費と国の助成についてお答えします。 

  平成１９年度においては、広域連合と市町村において必要な機器を設置しますととも

に、ネットワークを構築し、制度の施行に必要なデータの処理を行いました。このために

要した経費は平成１９年度決算ベースで約１億５，１００万円となっております。なお、

平成２０年度においては、当初予算ベースで約１億２，１００万円を計上しているところ

でございます。 

  これに対する国の助成については、平成１９年度にサーバールームやネットワークの構

築に対して２，２３０万円の国庫補助がございました。また、今年度については、厚生労

働省から今年度の制度見直しに伴う電算システムの経費について助成する旨の通知がござ

いましたが、具体的な補助対象や金額は示されていない状況にございます。 

  次に、今回の保険料軽減に伴って必要となる５億９，５００万円の内訳につきましてお

答え申し上げます。 

  今回の保険料軽減については、所得の低い方を対象として均等割と所得割の両方につい

て軽減を行うことになりますが、均等割軽減の財源が約４億２，４００万円、所得割軽減

の財源が約１億７，１００万円と見込んでおります。また調整交付金の額についてでござ

いますが、厚生労働省から具体的な交付金の要領や手続が示されていない状況にございま

すので、交付金の額については今後決定されることになります。 

  次に、調整交付金に不足が生じる場合の対応につきましてお答え申し上げます。 

  今回の保険料軽減措置については、国の決定に基づきまして広域連合が実施するもので



 - 36 -

ございます。それから国が保険料軽減に伴う財源を全額負担するものとしておりますの

で、調整交付金に不足が生じる事態は起こらないものと考えております。 

  なお、広域連合としては、保険料軽減の財源が確実に全額交付されるよう、厚生労働省

に対し要望を行っているところでございます。 

  次に、宮城県広域連合が行った政府要望の内容と、それに対する国の対応につきまして

お答えします。 

  宮城県単独の要望活動については７月４日に実施をいたしましたが、梅原連合長が厚生

労働省を訪れ、本県の状況を説明しますとともに、国の対応を求めてまいりました。要望

の内容としては大綱４点から成っておりまして、今回の制度見直しに関する要望、国によ

る制度の広報、広域連合と市町村に対する財政措置、さらには制度運用の改善について要

望をしてきたところでございます。本県の要望に対して厚生労働省保険局の水田局長が対

応しましたが、水田局長からは、広域連合や市町村の状況を踏まえながら対応してまいり

たいという回答がございました。 

  次に、東北６県の広域連合が行った政府要望の経過と内容、さらに、これに対する国の

対応についてお答えします。 

  東北６県広域連合の政府要望については、本県の要望と同様、７月４日に厚生労働省に

対して行ったものでございます。東北６県の広域連合は、昨年から制度の運営などについ

て定期的に意見交換を行ってまいりましたが、今年度の協議において制度の施行状況や政

府与党による制度の見直しなどを踏まえまして、国に対して現場の実情と意見を伝えると

いうことで意見が一致をしまして、政府要望を行うということになったものでございま

す。 

  要望の内容としましては、今回の制度見直しに対する要望が中心になりまして、広報活

動の実施、地方の準備期間の確保、財源措置などを要望してまいりました。 

  東北６県の要望については、各県から事務局長など事務局の職員が参加をしまして、厚

生労働省高齢者医療企画室の山本室長に申し入れを行ってまいりましたが、山本室長から

は、個々の要望事項に対する厚生労働省の考え方が説明されたところでございます。 

  次に、今回の制度見直しに当たって、国が具体的にどう対応しているのかとの御質問に

お答えします。 

  御指摘のとおり、本県単独の要望においても東北６県の要望においても、今回の制度見

直しが円滑に実施されるよう国の対応を求めてまいりました。 
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  各広域連合からの要望を踏まえ、国ではまず７月２３日と２５日に関係する政令・省令

の改正を行いまして、今年度実施する保険料軽減の財源措置や普通徴収の対象者拡大など

を決定いたしました。また、広域連合の電算システムについては、今年度の保険料軽減に

関するプログラムが７月１０日と２８日に２回に分けて厚生労働省から提供されました。

さらに新聞広告の掲載など、一部広報活動が実施されているところでございます。ただ

し、制度見直しの内容を円滑に実施するためには、当然のことながらなお一層国による時

期をとらえた具体的な対応が必要不可欠でございますので、広域連合としては引き続き国

に対し積極的な対応を求めてまいりたいと考えております。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 沼倉議員、いいですか。沼倉議員。 

○４番（沼倉啓介議員） 具体的に答弁をいただきました。何点か改めて質問いたします

が、まず、臨時特例基金の広報事業分の交付金、３年間の事業に充てるということです

が、高齢者に対する説明が足りないという指摘が盛んに行われている中で、この金額では

全く足りないのではないかという感触を得るんですが、いかがなものでしょうか。その辺

をまず第１点目として答弁をいただきたい。 

  それから、電算システムの構築ということで、修正や変更がたびたび行われると、やは

りシステムの運営そのものに不安を感じるわけでございますが、広域連合の業務に支障が

出ていないのかどうか、それを２点目としてお伺いをしたい。 

  それから、国に対する要望、その御努力に対しては敬意と感謝をまず申し上げたいと思

いますが、やはり本制度は国がつくったということ、それで地方が実施するという仕組み

になっておりまして、やはり現場の声を積極的に国に伝えていくということが重要である

と私は思います。今後とも政府要望初め現場の声を国にどう伝えていくのか、執行部とし

ての見解をお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの沼倉啓介議員の再質疑にお答え申し上げます。 

  私からは、現場の声を国にどう伝えていくのかとの御質問にお答え申し上げます。 

  御指摘のとおり、広域連合は、現場でこの制度を運営する実施主体でございます。まず

は構成市町村と一丸となってこの制度の実施に取り組んでいくことが必要でございます

が、御指摘のように制度の設計者は国でございます。広域連合が現場の声を国に十分伝え

ていくことが極めて重要な課題であると認識しております。 

  広域連合におきましては、これまでも通常の業務を通じまして、あるいは具体的な政府



 - 38 -

要望の形で、現場の実情ですとか改善を要する事項につきまして国に積極的に説明し、ま

た強く要望を行ってまいりましたが、引き続き私自身を含め、さまざまな機会を利用いた

しまして国に対して現場の声を伝え、制度の安定的な運営を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  政府要望の具体的な方法といたしましては、当広域連合が単独で行うことはもちろん、

引き続き東北各県の広域連合とも十分な連携をとりながら合同で行ってまいりたいと考え

ております。 

  そのほかの御質問につきましては事務局からお答え申し上げます。私からは以上でござ

います。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局の方から沼倉議員の再質疑につきましてお答え

申し上げます。 

  まず、広報事業分の交付金は全く足りないのではないかとの御質問にお答えします。 

  広報事業につきましては、広域連合においても市町村においてもこれまでいろいろと行

ってまいりましたし、今後とも一層の取り組みを行ってまいりたいというふうに考えてご

ざいます。したがいまして広域連合としましては、広域連合や市町村が実施する広報事業

に対して、国に適正な財政措置を講じていただきたいと考えております。 

  次に、電算システムの修正や変更のため、広域連合の業務に支障が出ていないのかとの

質問にお答えします。 

  電算システムの修正や変更が行われれば業務運営が厳しくなるというのは、これは御指

摘のとおりでございます。現在のところ夜間や休日に作業を行うことで何とか業務に支障

が出ないように対応しておりますが、改めまして業務検証用の機器を導入して、円滑な業

務運営を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。以上のとおりで

ございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 以上をもちまして質疑のすべてを終結いたします。 

  これより順次討論、採決を行います。 

  まず、日程第４、第１０号議案、専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度

宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号））につきましては討論の通告が

ありませんので、直ちに採決いたしたいと思います。 

  お諮りいたします。 



 - 39 -

  本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１０号議案は原案のとおり承認されました。 

  次に、日程第５、第１１号議案、財政調整基金条例及び日程第６、第１２号議案、職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については討論の通告がありませ

んので、直ちに採決をいたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております日程第５、第１１号議案、財政調整基金条例及び日程第

６、第１２号議案、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の２議案

につきましては一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 異議なしと認めます。 

  よって、第１１号議案及び第１２号議案につきましては一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本２議案について原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 異議なしと認めます。 

  よって、第１１号議案及び第１２号議案の２議案は原案のとおり可決されました。 

  次に、第１３号議案に対する賛成討論の通告がありますので、発言を許します。 

  ２９番遠藤武夫議員。 

○２９番（遠藤武夫議員） ２９番、色麻町、遠藤武夫。 

  宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例への

賛成討論を行います。 

  ことしの４月から始まった後期高齢者医療制度には、各種生活団体からの改善を求める

署名、医療機関や医師団体からの反対や見直しの要望、そして全国の地方議会からの中止

や見直しの意見書が提出されております。また、参議院では、この制度を廃止する法案が

可決され、まさに日本列島で怒りの世論が沸き起こってきました。７５歳になれば嫌でも

この制度に入れられること、そして受けられる医療が、７５歳を超えた途端に外来も入院

も違うものになることに厳しい批判が集まってきております。 
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  その医療制度の考え方でありますが、舛添厚生労働大臣が「残存能力」という言葉を使

ったように、いずれ死を迎えるのだから、あえてお金をかけるのは無駄だという考え方が

貫かれており、年齢で人を差別する医療保険制度になっております。その結果、病気の予

防も、特に終末期医療に対する考え方が全く従来とは異なるものに変質させられようとし

ております。 

  保険料負担の問題では、収入がなくても一人一人の高齢者に保険料がかかること、取り

っぱぐれがないように有無を言わせずに年金から天引きする仕組みが基本です。そして２

年に１回、保険料を自動的に値上げする仕組みになっております。しかも保険料を滞納す

れば保険証が取り上げとなります。これまで保険証は、高齢者からの取り上げは禁止され

ていたのに、容赦なく命綱が奪い取られるのであります。まさに血も涙もない医療制度で

あります。人々はこのような医療制度を、長寿を喜べぬ「うば捨て山」制度と言うように

なりました。だから私たちはこの医療制度の廃止を求めております。 

  しかし第１３号議案は、この後期高齢者医療保険制度のさまざまな問題点のうち、条例

を改正して現状より保険料負担を軽減・緩和するもので、一歩前進であるので賛同するも

のであります。 

  だが、しかし、年齢による高齢者を差別する点や、高齢者にも現役世代にも新たな負担

増をもたらす仕組みであることなど、この制度の根本的な問題は何ら解決されておりませ

ん。こうした経過措置で国民の批判をかわして、ごまかして、制度の温存を図ることは許

されません。よって、制度の根本的な転換が図られる必要があることを強く指摘して賛成

の討論といたします。 

  御清聴ありがとうございました。 

○議長（大泉鉄之助議員） 以上で討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  第１３号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例について採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 異議なしと認めます。 

  よって、第１３号議案は原案のとおり可決されました。 
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  次に、日程第８、第１４号議案、平成１９年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

決算の認定については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１４号議案は原案のとおり認定されました。 

  次に、日程第９、第１５号議案、平成２０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号）及び日程第１０、第１６号議案、平成２０年度宮城県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）については、討論の通告がありませ

んので、直ちに採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております日程第９、第１５号議案、平成２０年度宮城県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）及び日程第１０、第１６号議案、平成２０年

度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の２議案に

ついては、一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１５号議案及び第１６号議案については一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本２議案について原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１５号議案及び第１６号議案の２議案は原案のとおり可決されました。 

                                           

     日程第１１ 第１７号議案 監査委員の選任の同意を求めることについて 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、日程第１１、第１７号議案、監査委員の選任の同意を求

めることについてを議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、９番八木しみ子議員の退席を求めます。 

       （９番八木しみ子議員 退席） 
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○議長（大泉鉄之助議員） 本案について、広域連合長より提案理由の説明を求めます。連

合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいま追加上程されました議案の提案理由を御説明申し上げ

ます。 

  第１７号議案、監査委員の選任の同意を求めることにつきましては、議員のうちから選

任する監査委員として、八木しみ子氏を任命することについて御同意を得ようとするもの

でございます。何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 本案については質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに

採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大泉鉄之助議員） 異議なしと認めます。 

  よって、第１７号議案はこれに同意することに決しました。 

  ９番八木しみ子議員の入場を求めます。 

       （９番八木しみ子議員 入場） 

  暫時休憩をいたします。 

       午後３時１０分  休憩 

                                           

       午後３時２０分  開議 

○議長（大泉鉄之助議員） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                           

     日程第１２ 一般質問 

○議長（大泉鉄之助議員） 日程第１２、一般質問を行います。 

  質問通告者は５名であります。 

  質問は、前の発言者と重複しないようお願いいたします。 

  なお、申し合わせにより、あらかじめ発言時間の制限をいたしております。発言時間は

答弁を含め１人３０分以内とし、質問回数は３回までといたしております。また、各グル

ープにおける配分時間を考慮の上、これを超過しないように特段の協力をお願いいたしま
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す。 

  通告順に質問を許します。 

  まず最初に、１７番小丸淳議員の一般質問を行います。自席において発言を願います。

１７番小丸淳議員。 

○１７番（小丸淳議員） １７番小丸淳であります。 

  大綱１点、これからの後期高齢者医療制度に関する広報のあり方について御質問させて

いただきます。 

  もう既に広報については前段でかなりいろいろお話しいただいておりますが、若干観点

も違うかと思いますので、以下、質問させていただきます。 

  平成２０年４月から施行された後期高齢者医療制度は、少子高齢化が進行する中で、高

齢者が将来にわたって安定して医療が受けられる文字どおり国民皆保険にふさわしい大変

よい制度が創設されたと思います。準備から今日に至るまでの間、広域連合長以下、関係

者の並々ならぬ御苦労と御努力に敬意と感謝の意を表したいと思います。 

  しかしながら、準備期間に余裕がなく、かつ対象者たる被保険者は高齢であり、さらに

住民と直接コミュニケーションがとれない広域連合という新しい枠組みでの制度であるた

め、対象者や住民に必ずしもいわばかゆいところへ手が届くような説明、広報が行き届か

ず、混乱・誤解が生じたことは否めません。残念でなりません。 

  また、マスメディアも、ネーミングを初め継ぎはぎに追われた政治のやりとりを格好の

材料にしてワイドショー化した映像を流し、国民も内容がよくわからないで怒っている状

況を呈していた感もありました。これから制度の見直しや手直しもあることから、これま

で生じた混乱・誤解のよって来る原因、教訓を踏まえ、今後より一層の制度の理解を深め

るため、創意工夫を凝らした施策を講ずる必要があるものと考えます。そこでお伺いいた

します。 

  まず第１点目、本県では制度施行以来、どのような苦情、混乱等がそれぞれどのくらい

あったのか。また、広域連合と市町村窓口で対応した割合というのはどれぐらいあったの

か。 

  ２点目、制度発足に当たりパンフレット・リーフレット等を作成・配布し、広報に鋭意

努力したと思いますが、何せ対象者は７５歳以上という高齢者であり、活字媒体による周

知方法では十分な理解が得られなかったのではないかと思いますが、その点、どう考える

だろうか。 
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  ３点目、財政的な制約があろうかと思いますが、広報媒体としてテレビコマーシャルの

利用が有効な手段と考えます。今後、そのような考えはないだろうか。 

  ４点目、広域連合としては、広報資料の配布、被保険者証の交付と端末の業務は市町村

を通じて実施することとなるが、市町村の担当者は必ずしも十分な人員配置と担当する能

力が発揮されていない現状ではないかと思いますが、その辺、どう思いますか。 

  ５点目、制度がよく理解され、円滑な制度運営を図るためには、高齢者や障害者の目線

に立って業務を遂行することが大変重要であると思います。そのためには、あるときには

個別訪問。これはなかなか市町村の窓口に来いといっても、７５歳以上の人はなかなか足

も不自由だし体も不自由ということで来れないと思いますので、あるときには個別訪問

し、また、ある場合には会合等でひざを突き合わせて話し合わなければならないこともあ

ろうかと思います。そのような場合、現状の担当職員では余裕がなく、当面、臨時雇用の

専従職員を市町村に配置し、対応することが必要ではないかと思います。その際、必要な

財源措置も考えるべきではないかと思いますが、その辺、お尋ねいたします。 

  ６点目、法改正で、市町村長にも応分の責任が課されると聞いておりますが、具体的に

はどのようなことになるのか、わかっている範囲内で教えていただきたいと思います。以

上です。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの小丸淳議員の一般質問につきましては、事務局長か

ら御答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から小丸淳議員の一般質問にお答え申し上げま

す。 

  初めに、制度施行以来の苦情や混乱などがどのくらいあったのかとの御質問にお答えし

ます。 

  まず、苦情や問い合わせにつきましてお答え申し上げます。 

  高齢者の方などからの問い合わせについては、制度の施行前後から電話が集中しまし

て、４月の問い合わせ件数では、広域連合で１日１００件程度、仙台市で１日２００件程

度、その他の市町村で１日１０件から１００件程度でございました。 

  問い合わせの内容については、保険料の算定や徴収方法に関するもの、被保険者証につ

いての問い合わせが多数を占めてございました。電話などによる問い合わせは４月中旬以
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降減少してきておりまして、現在は１日１０件程度となってございます。 

  次に、被保険者証の未到着について申し上げます。 

  被保険者証については、市町村が引き渡しを行いましたが、４月になっても届かないと

いう事例が発生しまして、広域連合が４月１１日現在で調査を行ったところでは８８７件

の未到着が確認をされました。 

  未到着の原因については、郵送で引き渡す場合には転送不要の配達記録郵便としました

ため、届けた際に不在で、その後も不在連絡票に気づかなかったということや、あるいは

被保険者が転居したにもかかわらず市町村に転居届を出していないことが原因と考えられ

るところでございます。 

  対応としましては、各市町村において電話や自宅訪問を行いまして被保険者の所在を確

認し、被保険者証の引き渡しを行ってまいりました。その結果、６月３０日現在では未着

の件数がゼロ件、所在不明などによる送付困難が６７件となってございます。 

  次に、保険料の徴収誤りについて申し上げます。 

  保険料の徴収については、従来、国民健康保険に加入していた方のうち年金額が一定以

上の方を対象としまして４月に仮徴収額を決定し、年金からの天引きを行いましたが、こ

のうち１，０７８件について徴収の誤りが出てまいりました。誤りの内訳は、徴収対象で

ない方からの徴収が９７１件でございまして、そのほとんどは、従来、被用者保険の加入

者だった方からの徴収でございます。また、保険料を過大に徴収した事例が５３件、徴収

漏れの事例が５４件ございました。対応としましては、市町村が対象者全員を個別に訪問

して謝罪をした上で、徴収対象外からの徴収については天引きした保険料の還付手続を行

いました。また、過大徴収については、７月の確定賦課において保険料の調整を行ったと

ころでございます。 

  次に、活字媒体による周知方法では十分な理解が得られないのではないかとの御質問に

お答えします。 

  御指摘のとおり、この制度の対象者は７５歳以上の高齢者でございますから、活字媒体

による周知方法だけで十分な理解を得るというのは実際には難しいと考えております。こ

のため当広域連合においては担当職員による説明を推進してまいりましたが、具体的には

各市町村において制度の理解を深めていただくため各地域を回り、住民説明会や出前講座

などを開催してまいりました。また、広域連合におきましても関係団体などに個別に説明

を行うとともに、市町村の圏域を超えるような研修会や会議を活用して説明を行ってきた
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ところでございます。 

  次に、テレビコマーシャルの利用についてお答えします。 

  広報媒体としてテレビを利用することについては大変有効な手段でございまして、当広

域連合におきましてもその利用を検討してきたところでございます。しかしながらテレビ

による広報については一般的に費用が多額に及ぶことから、いろいろと検討を重ねた結

果、独自のテレビによる広報は実施しませんでした。そこで宮城県に協力を要請しまし

て、３月から４月にかけて県政ラジオや県政テレビにおいて制度の開始をお知らせする放

送を行ってきたところでございます。今後の広報活動においても、コミュニティラジオな

どの地域放送も含めまして、さまざまな広報媒体を活用し、効果的・効率的な広報を検討

してまいりたいというふうに考えております。 

  次に、さまざまな業務は市町村を通じて行われるが、市町村の人員配置は十分ではない

との御質問にお答えします。 

  後期高齢者医療の事務は広域連合と市町村が役割を分担して行い、広報資料の配布や説

明会の開催などは市町村が行ってまいりました。御指摘のとおり、市町村においては直接

住民と接する窓口業務が多いほか、多岐にわたる業務を同時に行っておりますことなどか

ら、個々の担当者にかかる負担は大きなものとなっております。 

  こうした中で、各市町村においてはそれぞれの業務で工夫をしながら効率的な業務の執

行に取り組んでおりますが、当広域連合におきましても市町村の事務の負担が過大となら

ないよう各市町村と十分協議を行いながら事務事業の執行に当たってまいりたいと考えて

ございます。 

  また、市町村における事務が円滑に行われるよう、これまで資格管理や給付などの事務

処理マニュアルを作成しましたほか、必要に応じまして担当者の研修会や説明会を開催し

てきたところでございますが、引き続き研修会などを随時開催し、効率的な事務の執行を

推進してまいりたいと考えております。 

  次に、市町村に臨時雇用の専従職員を配置してはどうかとの御質問にお答えします。 

  御指摘のとおり、制度の円滑な運営を図るためには、高齢者や障害者の目線に立って業

務を行うことが重要でございまして、そのためにはきめ細かな対応が必要であると考えて

おります。その対応としまして臨時雇用の専従職員を活用することは、現在の市町村の配

置状況からすれば極めて有効な方法の１つと認識をしてございますが、被保険者と直接接

する業務を行うためには、医療保険制度などについて一定以上の専門的な知識が必要にな



 - 47 -

るため、人材の確保が課題となってまいります。また、広域連合による財政措置について

も、広域連合の経費は市町村の負担金で賄われておりますことから、結果的には市町村の

負担にはね返ることになるものでございます。こうしたことから、臨時雇用の専従職員の

配置につきましては今後の検討課題というふうにさせていただきたいと考えております。 

  次に、法改正による市町村長の責任につきましてお答えします。 

  このたびの政府与党による制度の見直しを受けまして、７月２５日に高齢者の医療の確

保に関する法律施行令が改正されまして、市町村が行う事務として広報と相談に関する事

務が新たに加えられたところでございます。市町村においては既に広報事業や相談事業を

行っておりますが、厚生労働省からは、一層の広報活動に取り組むとともに、保険料など

の相談業務について市町村への期待が強いことから、改めてその役割を明確化したものと

聞いてございます。広域連合としましては、引き続き市町村と連携しながら、一層の広報

事業や相談業務に取り組んでまいりたいと考えております。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） いいですか。小丸議員。 

○１７番（小丸淳議員） ありがとうございました。 

  ちょっと２点ほど再質問させていただきたいと思いますが、まず苦情・混乱であります

けれども、かなり、保険証なんかもうほとんど行っているということで安心いたしまし

た。あと保険料の徴収の誤りとかあるいは返還ですか、そもそも何でそういう原因が起き

たのか、その原因をわかれば教えていただきたいということです。それ１点。 

  それから２点目はパンフレット、先ほど来、活字ではなかなか７５歳以上、実は私も何

人かに「パンフレット、随分出ているんだけど、読んでいるかい」と、こういう話をしま

すと、ほとんどの方は見ていないんですね。やっぱり７５歳以上になるとなかなかパンフ

レットとかリーフレットとかそういうようなものは読まない。大体新聞もよく読んでいな

いというような状況のようですね。やはりおっくうになって、そういうものはもう読まな

くなっているんだろうと思うんです。 

  この間、ことしになってから、民間放送のテレビでもちょっと取り上げられましたが、

リーフレット・パンフレットというのは公の機関で出ているものはわかりづらいというの

がテレビで取り上げられたんですね。それを民間の、どこの会社かちょっとわからなかっ

たんですけれども、多分電通だとかあるいは博報堂とか、コマーシャルというかそういう

ものをつくるような会社だろうと思うんですが、そういうところに後期高齢者の医療制度

の仕組みだとか保険料のあれとかそういうものをつくらせたのを放映したんですね。そし
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て公の機関でつくったリーフレット・チラシ、それと民間の機関でつくったのをテレビで

放映して見せたんです。私もそれを見ていて、まことにもって民間のつくったリーフレッ

ト・パンフレットというのはわかりやすいなというふうに思ったんですね。したがって、

できれば、ちょっとお金のかかることだと思うんですけれども、そういったところにつく

ってもらった方が非常に７５歳以上の高齢者にとってもわかりやすいんじゃないかという

ふうに思いますが、その点、今後いろいろ制度の見直し等があると思いますので、その

辺、今後の考え方についてお聞きしたいと思います。 

  以上２点、お願いいたします。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） 小丸議員の再質問につきましてお答え申し上げます。 

  まず、保険料の徴収誤りの原因でございますが、保険料につきましては市町村からのデ

ータに基づきまして広域連合の方で賦課をするということになります。 

  今回の誤りの原因につきましては、市町村の方で管理していた被保険者のデータに誤り

があったというものでございます。広域連合としましては、市町村に対しましてデータの

管理を適正に行うようにお願いをしたところでございます。 

  それから、パンフレットの関係でございますが、パンフレットにつきましては確かにい

ろいろな御指摘がございまして、私どもの方でも、活字媒体によるパンフレットであって

もよりわかりやすくということで、例えば図解をふやしたりとかイラストをふやしたりと

かそういった工夫をやってきているところでございますが、委託の方法も含めまして、改

めてそういった広報媒体のつくり方について検討してまいりたいというふうに考えており

ます。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、１１番長谷川博議員の一般質問を行います。１１番長谷

川博議員。 

○１１番（長谷川博議員） 東松島の長谷川でございます。 

  私は、後期高齢者医療制度における災害減免についてお尋ねをさせていただきたいと思

います。 

  去る６月１４日に発生しました岩手・宮城内陸地震では、栗原市、大崎市などで大きな

被害に見舞われました。まず、この地震で亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたします

とともに、被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

  一方、今回の地震災害に対する復旧・復興の各種支援策が早急に講じられることが望ま
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れるわけでありますが、地震発生からきょうで５４日になりますか。けさの新聞によれ

ば、昨日の県議会臨時会で岩手・宮城内陸地震の災害復旧費３６０億円余りの補正予算の

増額を可決したという記事が掲載されました。このことにより今後復旧・復興対策が大き

く前進するものと期待するところであります。 

  こうした状況下において、宮城県広域連合として後期高齢者医療制度における被保険者

の負担軽減のための減免等の取り扱い、どのようにされているのかお伺いいたしたいと思

います。 

  まず１点目は、宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者の医療に関する条例の第１８

条に災害等による保険料の減免を規定しております。このたびの震災に対してはどのよう

な基準・条件に基づいて行われているか。また、被保険者住民に対して周知は十分に行わ

れているか伺いたいと思います。 

  ２つ目でありますが、関係する自治体との調整はどのように行われているものか。また

自治体ごとの減免対象者をどの程度と把握し、保険料減免申請の手続は具体的にどのよう

に行われているものか伺います。 

  それから、３点目でありますが、保険料の徴収方法の違いによって現場のその減免に差

異が生じることはないのか伺っておきます。 

  ４点目は、今回の災害における減免額、全体でどの程度と把握し、これに伴う財源の調

整はどのようにされるのか伺っておきます。 

  それから、５番目でありますが、高齢者の医療の確保に関する法律第６９条で、災害そ

の他特別な事情がある被保険者において一部負担金の減額等の措置が規定してございま

す。このたびの震災に対して、この件の運用はどのように行われているか、お伺いいたし

たいと思います。 

○議長（大泉鉄之助議員） ただいま質問に立ちました長谷川議員の所属する会におきまし

ては、もう一人質問者を控えております。持ち時間制を勘案しながら、簡潔にしてしっか

りした御答弁を私から求めておきたいと思います。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの長谷川博議員の岩手・宮城内陸地震に関する一般質

問にお答え申し上げます。 

  まず、災害等による保険料減免の基準・条件についてお答え申し上げます。 

  保険料の減免につきましては、後期高齢者医療に関する条例第１８条に定められ、災害

により住宅その他の財産に著しい損害を受けたときには、保険料の全部または一部を減免
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することができるとされておりますが、減免の基準・条件につきましては広域連合の規則

において定めており、過去１年以内に災害により所有する住宅その他の財産について著し

い損害を受けた被保険者等で、前年の所得が１，０００万円以下の方が対象となります。

また、減免の割合につきましては、損害の割合と前年の所得により定めることとしてお

り、それぞれの要件に応じて保険料の全額から８分の１までを減免することとしておりま

す。 

  次に、保険料減免の申請手続、関係する自治体との調整、減免の対象となる方の把握に

ついてお答え申し上げます。 

  保険料減免の手続につきましては、被保険者が罹災証明書など災害の事実を証明する書

類などを添えて申請書を市町村に提出し、広域連合においてこれを審査の上、保険料の減

免を決定することとなります。 

  現在、関係する市町村におきまして、被災された被保険者の方々の状況の確認ですとか

減免制度の御説明を行うとともに、保険料の減免について御相談を受けるなど、その手続

を進めております。 

  減免の対象者につきましては、現在手続中でございますので、まだ確定をしておりませ

んが、被害の状況につきましては、栗原市が行った調査によれば家屋の全壊または半壊が

１２４棟となっております。また、大崎市におきましては家屋の全壊または半壊が２棟、

美里町において半壊が２棟発生したと伺っております。 

  広域連合といたしましては、関係する市町村と緊密に連携しながら、適正な事務の執行

に取り組んでまいりたいと考えております。 

  そのほかの御質問につきましては事務局からお答え申し上げます。私からは以上でござ

います。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から長谷川博議員の一般質問にお答え申し上げ

ます。 

  まず、保険料の減免に関する周知についてお答えします。 

  保険料減免の取り扱いにつきましては、これまで市町村の担当課長会議において検討す

るとともに、周知を図ってまいりましたが、このたびの地震の発生を受けまして、改めて

７月１日の市町村担当課長会議において保険料の減免基準などの説明を行うとともに、被

保険者からの相談や申請などについて適切に対応するようお願いをしてきたところでござ
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います。 

  これらを受けて、関係する市町村においては、被災された方々に対し保険料の減免につ

いて適宜周知を図っていると伺っております。保険料減免の手続は現在進められておりま

すが、広域連合としましては関係する市町村と連携しながら、なお一層の周知を図ってま

いりたいと考えております。 

  次に、保険料の減免は、保険料の徴収方法によって差が生じるのかとの御質問にお答え

します。 

  保険料の減免については、徴収方法のいかんにかかわらず減免するかどうかを決定し、

減免額を定めるということになりますので、保険料の徴収方法によって差が生じることは

ございません。 

  次に、保険料の減免額をどう把握し、財源の調整はどのようになされるのかとの御質問

にお答えします。 

  まず、保険料の減免額については、現在手続が進められているところでございますが、

金額の把握はできていない状況にございます。また、減免を行うための財源については、

一般的には他の被保険者の保険料で賄われるということになりますが、厚生労働省から６

月１５日に通知が出されまして、岩手・宮城内陸地震による保険料の減免については、そ

の実情に対応して調整交付金を交付する予定であるとされておりますことから、国による

財政措置が行われることになっております。 

  次に、一部負担金の減免の運用についてお答えします。 

  一分負担金の減免については、高齢者の医療の確保に関する法律第６９条において、災

害その他の特別な事情がある被保険者については一部負担金の減免を行うことができると

されておりまして、具体的な基準などについては広域連合の規則で定めているところでご

ざいます。 

  減免の基準としては、世帯主が過去１年以内に災害により住宅などの財産に著しい損害

を受けたため市町村民税が減免され、あるいは生活保護法に規定する要保護者に該当する

ことになった場合で、被保険者が一部負担金を支払うことが困難なときなどが該当するこ

とになります。 

  減免の期間については、申請のあった日から６カ月以内で広域連合長が定めることにな

っております。また、一部負担金減免の財源については、先ほど申し上げた厚生労働省の

通知によりまして、保険料の減免と同様、調整交付金が交付される予定となっておりま
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す。 

  広域連合においては、一部負担金減免の取り扱いについても市町村の担当課長会議で適

切に対応するようお願いしてまいりましたが、関係市町村においては被災された方々に制

度の周知を図るとともに、さまざまな相談を受けているところでございます。 

  広域連合としましては、保険料の減免とあわせまして適正な事務の執行に取り組んでま

いりたいと考えております。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 長谷川議員。 

○１１番（長谷川博議員） 再質問を行いたいところでありますが、時間の関係上、ただい

ま、るる御説明をいただきましたことで一定の納得をしましたので、私の発言を終わりま

す。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、５番山田龍太郎議員の一般質問を行います。５番山田龍

太郎議員。 

○５番（山田龍太郎議員） グループ県央会に所属しております５番山田龍太郎でありま

す。 

  ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、私の一般質問をさせていた

だきます。 

  先ほど議案の質疑が行われました中で、重複するところもございますが、通告してあり

ますので、そのまま進めさせていただきます。 

  平成２０年４月よりスタートいたしました後期高齢者医療制度でありますが、今なお国

のしっかりとした考えが示されない中で、前途多難と言わざるを得ない状況にあると考え

るのは私だけでしょうか。 

  平成１９年度決算における成果を見ますと、被保険者を初め住民の方々に対する制度周

知、被保険者証の発行に必要な情報の整備、広域計画の策定や保険料率の算定といった制

度運営に関すること、また、被保険者証等の作成・送付、制度開始に向けた準備作業

等々、宮城県後期高齢者医療広域連合事務局におかれましては御苦労があったと察せられ

ます。 

  後期高齢者医療を国民全体で支えていく長寿医療制度でありますが、抜本改革ゆえに、

施行の状況を見ながら、課題が発生した場合には現場の声に即した運用面の改善が迅速に

求められると考えます。 

  それでは、３点お伺いいたします。 
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  １点目、担当医制度についてお伺いいたします。 

  平成２０年度の診療報酬の改定では、外来医療において、慢性疾患を主病とする高齢者

の心身の特性を踏まえ、他の医療機関での診察スケジュールも含めた診療計画を作成し、

心身にわたる総合的な評価や検査などを通じて患者を把握し、継続的に診療を行うことに

ついて後期高齢者診療料が新設され、高齢者担当医制度が導入されました。複数の病気に

かかり療養生活が長期化することの多い後期高齢者に対し、医師が全人的かつ継続的に病

状を把握する取り組みを行うものであります。 

  後期高齢者診療料は、研修を修了し、算定に係る届け出を行った医療機関において、そ

の医療機関を選んだ患者の同意があった場合に適用されるものであります。医師会の中に

は担当医制度に反発もあり、届け出に必要な研修会を開催しないなどの事例も見受けられ

ますが、宮城県後期高齢者医療広域連合としてどのような対応を考えておられるのかお伺

いいたします。 

  ２点目、保険料軽減措置についてお伺いいたします。 

  後期高齢者の保険料の負担については、後期高齢者医療制度に移行した被用者保険の旧

被扶養者の保険料の激変緩和措置として、２年間は所得割額を賦課せず、均等割額を５割

軽減することとされていましたが、２０年度はさらに、４月から９月までは保険料を免除

し、１０月から３月までは均等割を９割軽減することとされています。 

  また、平成２０年６月１２日に政府与党の見直し法案が取りまとめられました。この中

で、２１年度から７割軽減世帯で被保険者全員が年金収入８０万円以下の世帯の均等割額

を９割軽減すること、旧ただし書き所得５８万円までの方を対象に所得割額を５０％程度

軽減することとされましたが、２０年度においては経過的な軽減対策として、７割軽減世

帯の均等割額を一律８．５割に軽減拡大すること、旧ただし書き所得５８万円までを対象

に所得割額を原則一律５０％軽減することとされました。 

  ２０年度と２１年度の軽減措置を比較すると、均等割額では、２０年度は７割軽減のす

べての世帯で８．５割軽減されるが、２１年度は被保険者全員が年金収入８０万円以下の

世帯が９割軽減され、それ以上の収入のある７割軽減対象世帯では７割軽減にとどまると

すれば、所得は変わらないのに８．５割軽減から７割軽減になり、保険料が増加する世帯

が生じると思われます。所得割額では２０年度は一律５０％軽減であるが、２１年度は５

０％程度軽減することとされ、所得に応じて軽減率を変えることもあり得ると言われてお

りますが、場合によっては２０年度よりも２１年度の保険料が増加する世帯が生じる可能
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性があると思慮されます。宮城県後期高齢者医療広域連合としては、所得が変わらないの

に２１年度において保険料が増加する可能性がある世帯についてどのように考えておられ

るかお伺いいたします。 

  ３点目、このような軽減措置に係る後期高齢者への広報・周知についてどう対応してい

くのかお伺いいたします。 

○議長（大泉鉄之助議員） 答弁願います。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの山田龍太郎議員の一般質問につきましては、事務局

長から御答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは事務局から、山田龍太郎議員の一般質問につきましてお

答え申し上げます。 

  まず、高齢者担当医制度についてお答えします。 

  高齢者担当医制度については、糖尿病や高血圧などの慢性疾患に対する継続的な管理を

行うもので、患者みずからが選んだ高齢者担当医が病気だけでなく心と体の全体を診て、

外来から入院先の紹介、さらには在宅医療まで継続してかかわる仕組みでございます。 

  また、後期高齢者診療料については、後期高齢者診療料の届け出を行った医療機関にお

いて患者の個々の同意があった場合に適用されるものでございますが、県内において宮城

県社会保険事務局に届け出のあった件数は８月１日現在で６３件と聞いております。ただ

し届け出を行わない医療機関は従来どおり出来高等による診療報酬の算定が可能になって

おりますほか、届け出を行った医療機関においても、患者ごとに出来高等による診療報酬

の算定を選択することが可能になっております。また、患者は高齢者担当医を変更したり

複数の医療機関にかかることができるなど、柔軟な運用がなされております。 

  診療報酬については、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の答申を受けて厚生労働大

臣が定めることになり、その運用については、厚生労働省が社会保険事務局や都道府県を

通じて行っております。 

  広域連合は診療報酬の決定や運用に参画する立場にはございませんが、診療報酬をめぐ

る動きを慎重に注視しながら、診療報酬に基づいた保険給付を適切に実施してまいりたい

と考えております。 

  次に、今回の制度見直しにより、所得が変わらないのに２１年度の保険料が２０年度よ

り増加する可能性があることについてどうかとの御質問にお答えします。 
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  御指摘のとおり、６月１２日に政府与党が決定した保険料の軽減措置においては、平成

２０年度と２１年度において減免の基準が異なるため、所得が変わらない場合であっても

平成２１年度においては今年度より保険料がふえる可能性がございます。 

  今回の保険料軽減措置については、高齢者の置かれている状況に十分配慮し、きめ細か

な対応を行うため、所得の低い方に対するさらなる負担軽減を行うものでございますが、

基本的には平成２１年度から実施するものとされておりまして、今年度については経過的

な軽減策を講じるとされているところでございます。 

  今年度の保険料軽減措置は、今回の見直しの趣旨に基づき、速やかに実施できる範囲内

で制度設計を行ったものでございまして、細かな基準は設けずに、概括的に対象者を設定

し、一律に軽減を行うことにしたものと考えております。このため今年度の軽減措置にお

いては、結果的に来年度の軽減措置に比べ対象範囲が拡大することになったものでござい

ます。広域連合としましては、対象となる方に対し無用の誤解が生じないよう市町村と連

携しながら周知を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、保険料の軽減措置に関する広報・周知についてお答え申し上げます。 

  今回の保険料の軽減措置については、年度の途中において保険料が変更されることにな

るため、被保険者の方々に誤解や混乱が生じないよう丁寧な広報活動を行う必要があるも

のと考えております。 

  先ほど平成２０年度の保険料軽減に関する条例の改正と予算の補正が可決をされました

ので、速やかに広報活動を行ってまいりたいというふうに考えておりますが、具体的に

は、まず、市町村広報紙や新聞広報による広報を行うとともに、対象となる被保険者の

方々に対する個別の通知についても検討してまいりたいと考えております。また、平成２

１年度の保険料軽減については、なお政府において検討が行われ、今後具体的な内容が決

定されることになりますが、それらの状況を踏まえながら一層の広報活動に取り組んでま

いりたいと考えております。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 山田議員。 

○５番（山田龍太郎議員） どうもありがとうございました。 

  １点だけ再質問をさせていただきます。 

  高齢者の担当医制度についてでありますが、高齢者の場合、重複受診、このことについ

て防止の観点からどのように考えておられるか、この１点だけお答えいただきたいという

ふうに思います。 
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○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） 山田議員の再質問につきましてお答え申し上げます。 

  高齢者担当医制度を重複受診防止の観点からどう考えるかという御質問でございます

が、高齢者担当医制度につきましては、他の医療機関での受診状況の把握も含めまして総

合的に患者にかかわる仕組みでございますので、重複受診の対策としても有効に機能する

のではないかというふうに考えているところでございます。 

  なお、当広域連合におきましては、重複受診の防止を含めた医療費の適正化について、

広報紙などで周知を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。以上

のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、２３番歌川渡議員の一般質問を行います。２３番歌川渡

議員。 

○２３番（歌川渡議員） ２３番、七ヶ浜町の歌川です。 

  会派の持ち時間が、再質問までの時間が保証されておりませんので、要点を絞って４点

について質問させていただきます。 

  まず、第１の質問は、同医療制度での給付される医療についてであります。 

  実施されて４カ月経過いたしました。日がたつにつれ、この制度に対する批判と怒りが

高齢者を初め多くの国民から沸き起こっております。なぜこのような批判の声が起きてい

るのか。７５歳になった途端、これまで受けられた医療内容に差別を生じる内容になって

いるからであります。 

  その１つは、診療報酬内容で、外来医療に後期高齢者医療料という検査、処置、画像診

断、医学管理料などを包括し、安上がりの医療をしていること。２つ目は、終末期相談支

援料などについても、費用削減のため不必要な診療はするな、延命治療も控えめにと促す

ようなものになっていること。３つ目は、健診事業においても、これまでは４０歳以上を

基本健診としてきましたが、同制度では健診項目の縮小と事業そのものを広域連合の努力

義務にし、やってもやらなくても広域連合任せという制度になっていること。４つ目は、

低年金受給者で年額１８万円未満の方を対象にした保険料滞納者に対し保険証の取り上げ

をし、受診・治療に制限をしていること。５つ目として、あげくの果てに県内の多くの市

町村で埋葬料までが減らされてしまったという実態を見ても、医療・福祉の差別と後退に

ほかならないと思いますが、広域連合はこれらの状況を受けて、この医療制度がこれまで

長く社会に貢献してこられた高齢者に対する差別医療であることを認識していないのか伺
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いたいと思います。さらに、高齢者の方々がせめて従来の医療制度での治療が受けられる

ように、政府に対し同制度の診療報酬の改定や廃止を求める考えはないか伺います。 

  つけ加えて、６月末時点で、同制度の見直し、廃止を求める地方自治体が全体の３分の

１の６１０自治体に、宮城県医師会を初め３５都道府県医師会がそれを求めていることを

報告するものであります。 

  第２点の質問は、高齢者の健診である保健事業についてであります。 

  まず１つは、健診項目の充実についてであります。 

  特定健診での検査項目も同様ですが、以前の基本健診内容から廃止になったのは、脂質

検査系の総コレステロール定量と、肝機能検査の潜血と血清クレアチニンであります。こ

れらによって、肝臓がんを初め肝機能障害の病気の早期発見をも見逃す状況が生じてきま

す。県民の多くの人が望んでいる高齢者の方々が健康で長生きできる、せめて老人保健法

での健診事業に戻すよう、政府に求める考えはないか伺います。 

  ２つは、１２月のさきの広域連合議会での私の質問の中で、厚労省が高血圧・糖尿病治

療患者を健診除外するという問題で、県広域連合は、高血圧症の方々も含めて希望する人

に健診を実施する方向で市町村と調整していると答弁されておりますが、県内市町村での

希望し、受診した高齢者の人数、割合などを把握しているのか、受診状況について説明を

求めるものであります。 

  第３の質問は、同制度の事業内容を県民に知らせている広報事業についてであります。 

  広域連合は、これまで広報「広域連合」を初め幾つかの広報紙などを発行しております

が、その中で、同制度での受けられる給付は「これまでと同じです」と記載されている広

報紙があります。冒頭の質問でも明らかにしたように、７５歳を境に診療報酬体系を別立

てにし、これまでの治療内容に制限を加える中身になっているのであります。このことは

この制度をつくった厚労省の方も、高過ぎる高齢者の医療費を抑制することが目標である

ということをはっきり言っていることでも理解できるものであります。広域連合は公の機

関として事実を伝えること、高齢者を初め県民の誤解を招くような記述は改めるべきと思

いますが、なぜこのような内容を報じたのか、広域連合の考えを伺うものであります。 

  第４の質問は、宮城県が実施しております心身障害者医療費助成事業についてでありま

す。 

  同事業については、広域連合の広報紙に「引き続き助成の対象とします」と記載されて

おりますが、私の町の担当者の話では、本年度は継続しますが、平成２０年度以降につい
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てはわからないという返事であります。そこでお尋ねいたします。 

  広域連合として、宮城県の障害者福祉事業の後退が生じないために、宮城県に対し来年

度以降も同助成事業を継続するよう求めるべきと思いますが、その考えを伺うものであり

ます。以上です。 

○議長（大泉鉄之助議員） 会派の持ち時間を既に超えておりますので、答弁は簡潔にお願

いいたします。連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの歌川渡議員の一般質問につきましては、事務局長か

ら御答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から歌川渡議員の一般質問につきましてお答え

申し上げます。 

  まず、高齢者を別枠とした診療報酬は治療内容を差別するものと思うが、当局の認識を

伺うとともに、政府に対し診療報酬の改正または廃止を求める考えはないかとの御質問に

お答えします。 

  診療報酬については、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の答申を受けて、厚生労働

大臣が定めることとされております。 

  平成２０年度の診療報酬改定に当たって、中央社会保険医療協議会においては、後期高

齢者医療制度における診療報酬の基本的内容について、７５歳前後における医療の継続性

に配慮し、これまでの老人保健法に基づく診療報酬と同様に、７４歳以下の者に対して行

われた場合の診療報酬を適用したと伺っております。また、後期高齢者の心身の特性等に

応じて、入院医療、在宅医療、外来医療、終末期医療について特別の評価を行ったものと

聞いております。 

  広域連合としては、診療報酬の決定に参画する立場にはございませんが、引き続き診療

報酬をめぐる動きを注視しながら、診療報酬に基づいた保険給付を適切に実施してまいり

たいと考えております。このようなことから、診療報酬に関して政府要望等を行う予定は

ございません。 

  次に、健診事業について、従来実施してきた健診項目に準じた内容にするよう政府に求

める考えはないかとの御質問にお答えします。 

  従来の健診事業については老人保健法に基づいて実施されてきましたが、健診項目につ

いては、各市町村が必須項目のほかそれぞれ必要と認めるものを実施しておりましたの
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で、必ずしも統一されたものとはなっておりませんでした。 

  また、現行の健康診査については、４０歳から７４歳までの方を対象とする特定健診の

内容に準じて行っておりますほか、６５歳以上の方については、従来から介護保険の生活

機能評価が行われておりますことから、特に健診項目に関して政府要望を行う予定はござ

いません。 

  次に、高血圧等で健診を希望する方は健診を実施することとなったが、市町村の受診状

況はどうかとの御質問にお答えします。 

  健康診査の実施状況については、現在実施中が２７団体、実施予定が９団体となってお

りますが、高血圧等の方の受診状況については把握をしてございません。 

  次に、広報紙において、受けられる給付はこれまでと同じという記述は改めるべきでは

ないかとの御質問にお答えします。 

  広域連合におきましては、広報紙やリーフレットなどにおいて、後期高齢者医療制度の

医療給付は従来の老人保健制度と同じであるという趣旨の表現を使ってまいりましたが、

国においてもこうした表現をとっているものでございます。後期高齢者医療制度の医療給

付については高齢者の医療の確保に関する法律により定められ、老人保健制度の医療給付

については従来の老人保健法により定められておりましたが、両者の医療給付は基本的に

同じでございまして、後期高齢者医療制度の医療給付は老人保健制度の医療給付を含んで

いるため、このような表現をとったものでございます。 

  次に、県が行っている心身障害者医療費助成事業について、平成２１年度以降も継続す

るよう県に求める考えはないかとの御質問にお答えします。 

  心身障害者医療費助成事業については、心身障害者の医療費を市町村が助成する場合に

県が２分の１を補助し、障害者の経済的負担を軽減する事業でございます。この事業に関

し、他の県においては後期高齢者医療制度に加入することを条件に助成を行う事例もござ

いましたが、宮城県においてはこういった条件を加えることなく助成事業を行っておりま

す。障害者を対象とした自治体独自の医療費助成事業については、政府与党の制度見直し

においても、それぞれの自治体においてその実情も勘案しつつ適切な対応を求めるとされ

たところでございます。また、宮城県においては、来年度以降、この事業を廃止するとは

聞き及んでおりませんので、引き続き実施されるものと受けとめております。以上のとお

りでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、３２番阿部繁議員の一般質問を行います。 
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  ３２番阿部繁議員。 

○３２番（阿部繁議員） 女川町の阿部でございます。 

  通告に従いまして、大綱２問について質問いたします。 

  １問目です。保険料の納付方法の変更に係る問題についてお伺いします。 

  ７月の政令改正によりまして、政府が後期高齢者医療制度の見直し策として実施するの

が議題となりました保険料の軽減措置と、それからもう一つが不評を買いました年金天引

き、これの対象とはならない被保険者を拡大する措置であります。すなわち口座振替を一

部認める措置でありますが、この口座振替が認められる要件としては、国保に加入されて

いた方で直近２年間に国保の保険料の滞納・未納がなかった方、あるいは年金収入が年１

８０万円未満で、後期高齢者医療保険料を肩がわりできる世帯主や配偶者がいる方として

おります。厚生労働省は、滞納があっても、特別な事情があった場合はこれを認めるとし

ていますが、特別な事情と判断される基準や滞納の頻度等の基準はあるのか伺います。 

  また、例えば夫が被用者保険加入であった場合で、妻の後期高齢者保険料を肩がわりす

るという場合、この場合は、夫自身は口座振替は認められないんだけれども、妻の口座振

替は夫が肩がわりして認められるということになることでよろしいのか伺います。 

  さらに、例えば口座振替に変更して、その後に滞納があった場合に、今度はその変更の

手続はなくても自動的に天引き徴収に戻されて、以後は口座の振替を一切認めないとする

ものなのか伺います。 

  そして、そもそもこういった該当要件の認定については、基本的には徴収業務というこ

とで各市町村の裁量の及ぶ範囲ではあると考えますが、現場での混乱を避けるためにも、

県下で統一的な運用基準や指針等を設けるべきではないのか伺います。 

  あわせて、その周知についても各市町村が今現在独自に実施しておりますが、連合とし

てはどのように周知を図っていくつもりなのか伺います。 

  ２問目です。これは医療給付費の抑制施策の影響についてお伺いします。 

  １点目は、４月の診療報酬改定と、それにあわせて実施される医療制度改革関連施策に

よって療養やリハビリが必要な患者、特に脳卒中後遺症や認知症の患者の方への影響が懸

念されます。具体的には――ここを余り長くしゃべるとまたちょっと私の質問の趣旨には

曲解されかねませんので、できるだけあくまでこれは具体例として４点ほど、こういう今

状況があるということを申し上げたいと思います。 

  １点目は、一般病床に入院している後期高齢者で脳卒中後遺症や認知症の患者につい
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て、入院の９１日目から診療報酬が減額される対象から外されていた特例が１０月から廃

止されることに伴い、入院日数が延びるほど病院にとっては減収要因となってしまうため

退院勧奨に拍車がかかる。これは通告を出した後に、８月４日ぐらいの新聞報道でこの９

１日目の特例廃止を今度はやめるという政府与党は譲歩案を出してきております。 

  それから２点目は、これまでそういった方の――そういった方というのは脳卒中後遺症

や認知症の患者の方ですが、一般病床からの受け皿となっていたのが障害者病棟でありま

して、この障害者病棟に入れる対象者の定義が変わりまして、１０月以降はこうした患者

が障害者病棟に入院できなくなるため、今、全国に７万床あると言われる障害病棟のうち

の約５万人がこういう患者。患者５万人が行き場を失うおそれがあるということでありま

す。 

  ３点目は、療養病床は医療の必要度に応じて医療区分というのを採用しておりますが、

医療区分１の患者に対する入院基本料の引き下げにより、いわゆる採算の合わない患者、

区分１に該当する方ですが、全国７万５，０００人います。こういった方への退院の勧

奨、それから新規での受け入れ拒否の動きにつながっていると。 

  それから、４点目としては、回復リハビリ病棟では患者の在宅復帰率６０％を維持する

ために、回復の見込みがない重症患者や簡単には家に戻れないひとり暮らしの患者が敬遠

されるおそれがあると、こういった具体的な医療現場での実例を挙げさせていただきまし

たが、これら一連の施策は、平均在院日数を短縮して医療費を削減しようとする国の施策

であります。私、この広域連合の議会の場でこの診療報酬のことについても再三、先ほど

来あります。決めているのは諮問機関の中医協と厚生労働省とそれから財務省、これはも

う常識なんだけれども、私はこのことをここで何とかしろというつもりは毛頭ありませ

ん。できるものでもありません、残念ながら。ただ、私が懸念しているのは特に１０月以

降、ことしの秋以降に、やっぱりあの脳卒中後遺症の方、認知症の患者の方が、特にそう

いった方が退院を余儀なくされると、あるいは入院を拒否されると、そうやって行き場を

失う患者さんがふえてくるのではないかということを危惧しておりまして、そのことにつ

いて診療報酬だから広域連合で見解を述べる立場ではないというのは正論といえば正論な

んですけれども、私は影響についての御見解を、影響あるとかないとか、少しは心配して

いるとか、そういう部分の率直な御見解をいただきたいんです。それが１点目です。 

  それから、もう１点あります。先ほど来、担当医制という話が出ていますけれども、こ

の後期高齢者医療制度の創設に合わせて４月の診療報酬改定を期に導入されたのが後期高
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齢者診療料、いわゆる担当医制でありますが、これ月額６，０００円の包括払いであるこ

とや、多様な疾患をあわせ持つのが高齢者の特性であるのにそれを一元的に管理しなけれ

ばならないこと。それから二次医療圏での患者の奪い合い、それから連携が崩れるといっ

た理由から、５月時点では全国３万７，０００人の内科開業医のうちの担当医になる届け

出を出したのが約９，５００件ということで、２５％程度です。それから宮城県医師会も

反対の立場をとっており、県内での届け出は、先ほど御答弁にありましたとおり６３件と

いうことで、約１０％程度です、１０．５％ぐらいだと思います。届け出のための講習会

も当面は実施しないとの方針を示しております。無駄な薬や、それから検査も相変わらず

多い中で、体全体の病気を診る総合医であったり、医療と介護全体の調整や連携を図って

高齢者を生涯にわたって支えていく仕組みとしてのかかりつけ医というのは本当に必要だ

と思うし、意義深いものだというふうに私は思いますが、残念ながら、今回の担当医制に

ついてはそうした管理の手間がかかる割には診療報酬の面では全然評価されているとは言

いがたくて、結局、医療費削減ありきでこれを制度化してしまったために、現場の医師に

も拒絶反応を示されて、担当医制というのは遅々として進んでおらない。せっかく制度を

つくっても機能していないというのが現状ではないのかと私は考えますが、これについて

も率直な御見解を伺います。 

○議長（大泉鉄之助議員） 連合長。 

○広域連合長（梅原克彦） ただいまの阿部繁議員の一般質問につきましては事務局長から

答弁を申し上げます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） それでは、事務局から阿部繁議員の一般質問につきましてお答え

申し上げます。 

  初めに、大綱１点目、今回の制度見直しによる普通徴収の対象拡大についての御質問に

ついてお答えします。 

  今回の制度見直しによりまして、被保険者からの申し出に基づき特別徴収から普通徴収

に切りかえることができるとされましたが、具体的には、２つの場合に切りかえることが

できるとされております。まず１つは、国保の保険料を確実に納付していた方で、本人の

口座から口座振替により納付する場合。それから２つ目は、年金収入が１８０万円未満の

方で連帯納付義務者、これは世帯主や配偶者のことでございますが、連帯納付義務者の口

座から口座振替により納付する場合でございます。このうち初めの国保の保険料を確実に
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納付していた方については、直近２年間に保険料の滞納や未納がないということが要件に

なっておりますが、滞納があった場合でも、特別な事情がある場合には普通徴収への切り

かえが認められるということになってございます。 

  最初の御質問は、切りかえが認められる特別な事情については基準があるのかとのお尋

ねでございます。 

  今回の普通徴収の拡大については、政令の改正に基づいて市町村が実施することになり

ますから、運用の基準については基本的に国が定めるということになります。国から示さ

れた考え方によれば、法令の定めにより、保険料を滞納した場合でも特別な事情がある場

合には被保険者証の返還を求めないとされておりますが、普通徴収への切りかえを認める

場合の特別な事情についてもこれに準ずるとしているところでございます。したがいまし

て、特別な事情については、具体的には災害や盗難に遭った場合、病気になった場合、事

業を休止または廃止した場合などが該当すると考えられます。 

  次に、被用者保険の加入者だった夫婦のケースで、夫が被用者保険の本人で妻が被扶養

者の場合には、夫は普通徴収が認められず、妻は認められるかとの御質問にお答えしま

す。 

  この場合には、国から示された考え方によれば、夫は被用者保険の本人でございますか

ら、これまで保険料が給料から天引きされていたため普通徴収への切りかえは行わないと

されております。また、妻については年金収入が１８０万円未満であれば普通徴収への切

りかえが認められ、連帯納付義務者である夫の口座から口座振替により納付することにな

ります。 

  次に、普通徴収に切りかえた後に滞納があった場合の取り扱いについてお答えします。 

  この場合については、国から具体的な手続については示されておりませんが、滞納があ

った場合には特別徴収に切りかわることになります。また、その後、普通徴収への切りか

えが改めて認められるかどうかについては、現在のところ国から考え方が示されていない

状況にございます。 

  次に、県内で統一的な基準や指針等を設けるべきではないかとの御質問にお答えしま

す。 

  保険料の徴収事務については、法令の規定により市町村が行うものとされ、今回の普通

徴収の拡大についても政令の改正に基づいて市町村が実施することになります。したがい

まして運用の基準については国が定めることになりまして、現実に厚生労働省からさまざ



 - 64 -

まな基準が示されているところでございます。ただし広域連合においても市町村からの相

談に応じて個々の事例の検討を行うとともに、判断が難しい事例については国に照会を行

うなど、市町村の事務の執行を支援してまいりたいと考えております。 

  次に、普通徴収の拡大について、どう周知を図っていくのかとの御質問にお答えしま

す。 

  普通徴収の拡大については、各市町村が広報紙などにより広報活動を行っているところ

でございますが、広域連合としても８月中旬に新聞広告を行うなど、広報の実施を予定し

ているところでございます。 

  次に、大綱２点目、医療費適正化政策の影響についてお答えします。 

  医療費適正化政策については、医療の構造自体を変えることにより医療費の伸びを抑制

しようとするもので、国と都道府県が医療費適正化計画を作成し、施策を実施することで

中長期的な医療費の適正化を進めているものと認識をしております。 

  医療費適正化計画においては、生活習慣病の予防の徹底のほか平均在院日数の短縮が目

標として掲げられておりますが、その一環として療養病床の再編成や転換が行われている

ものでございます。 

  御指摘のとおり、平成２０年度の診療報酬改定とあわせて、特殊疾患療養病棟や障害者

病棟の役割に着目した見直しやリハビリテーション病棟に対する質の評価の導入、医療療

養病棟等の評価に係る見直しなどが行われておりますが、広域連合においてはこれらに関

する事務を行っておりませんので、現在の状況や今後の影響などを把握することはできな

い状況にございます。また、国においては現在、長期入院の診療報酬の見直しが行われて

いることなどから、今後の診療報酬をめぐる動きを慎重に注視してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、大綱の３点目、高齢者担当医制度についてお答えします。 

  高齢者担当医制度については、慢性疾患に対する継続的な管理を行うもので、高齢者担

当医が病気だけでなく外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続してかかわる仕組みでご

ざいます。県内においては、後期高齢者診療料の届け出を行った医療機関の数は８月１日

現在で６３件と聞いておりますが、医療機関と患者の双方に選択する余地があるなど柔軟

な運用がなされております。 

  また、診療報酬については、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の答申を受けて厚生

労働大臣が定めることになり、その運用については厚生労働省が社会保険事務局や都道府
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県を通じて行っているところでございます。 

  広域連合は診療報酬の決定や運用に参画する立場にはございませんが、診療報酬をめぐ

る動きを慎重に注視しながら、診療報酬に基づいた医療給付を適切に実施してまいりたい

と考えております。以上のとおりでございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 阿部議員。 

○３２番（阿部繁議員） １問目については理解できました。ありがとうございます。 

  それから、２問目について再質問いたしたいと思います。 

  結局、聞けなかったんですよね。影響について心配しているとか心配していないとか、

影響出るとか出ないとかという率直な御意見を求めたんですけれども、私の質問の仕方が

悪かったのか、ちょっと残念なんですけれども、例えば保険料、２年ごとに必ず見直しを

やらなくてはならないと。見直しというか値上げしていくと思うんですけれども、その場

合に、当然県内の医療の給付の総量を積算していってという話になったときに、では１０

月、次の定例会、来年の２月なんですよね。だから私、今言っているんですけれども、１

０月の時点から例えば療養の給付の推移が、増加率が少し抑えられているとか、そういう

ような部分というのは数字の部分で必ず出てくるはずだし、それ、影響ですよ、だから。

この国がやっている診療報酬の改定と医療制度改革の影響として、そういうこと数字にも

出てくるんですよ。見解を言いたくないのはわかりましたけれども、数字は数字。やっぱ

り把握できる数字もあるはずですから、そういうものをしっかり見ていただきたいという

ふうに思うんですね。 

  それで、同僚議員に助け船を出すわけではないんですけれども、同僚議員の方から「自

主性はないのか」という言葉が出ました。私も非常に、ここの議員をやっていて、当初か

らやっぱり本当に国の出先機関になってしまうのかなって、そういう危惧はあったんです

けれども、基本的なことで申しわけないんですけれども、広域連合というのは地方自治法

上の特別地方公共団体と。地方自治法の第１条を見れば、住民福祉の増進を図ることを基

本とし、地域における行政を自主的・総合的に実施する役割を広く担うものとすると。一

方で広域連合の規約第４条を見れば、広域連合の仕事は後期高齢者医療の事務を行うと。

だからといって、保険料を決めて、あと事務やっているだけでいいという話にはだれもな

らないですよね。 

  そこで、私はこの広域連合の議員としては、見切り発車した問題の多いこの制度ではあ

るんですけれども、高齢者の命と健康と尊厳を守っていけるような制度に少しでも近づけ
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ていけられるように、とにかく国は今、医療費削減を最優先としていますから、そういう

国に対していかに対峙していくんだということを問われている重要な責務を私は負ってい

ると思ってこの場に立っているんです。ですから連合長は本当に現場の声を吸い上げて、

「国にも働きかける」と力強い言葉がありましたけれども、こういうような制度が福祉の

増進に逆行するようになっていないか注視しながら、なっているんであれば連合も議会も

一緒になって国に対して改善を求めていくというのは当然でありますので、その前提とな

っているどういう影響が出ているんだということを、検証なんていう言葉、格好いい大げ

さな言葉じゃなくて、どういう影響が出ているとか、心配しているとかしていないとかと

いうのは当然把握していかなければならないレベルの問題だと思います。 

  ちょっと気になったのは、連合長の「現場」というのはいい言葉なんだけれども、現場

というのはどこの現場なのかっていうのは非常に私は、あの、本当にわずかな職員さんで

広域連合を回しているというのは本当に私は敬意を表したいし、いろいろなインターネッ

ト、ブログを見れば、国は何ということを次から次へところころ変えたりという、その中

で本当に苦慮されているのはわかります。なんだけれども、「現場」といったときには、私

が言う一番の現場というのは医療現場とか介護現場の現場ですよ。職員さんたちのね、本

当に困っているんだと、システムだってころころ変わるしということを国に訴えかける、

それも大事なんだけれども、私は現場といったときには医療現場とか、今追い出される患

者さんより、もっと言うと病院の方がばたばたつぶれていますから、そういった現場とい

うのをもう少しこの連合、もちろん連合さんだけじゃなくて議会議員も含めてできるだけ

把握していくというのは大事な作業でないかなというふうに私は思うので、御見解を伺い

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大泉鉄之助議員） 事務局長。 

○事務局長（増子友一） 阿部繁議員の再質問につきましてお答え申し上げます。 

  広域連合のこの事務につきましては、我々は市町村の付託を受けまして、医療給付の事

務を的確にやることでございます。もちろん医療政策全般について配慮することは必要で

ございますが、現実問題として我々はそういった全体の医療政策をやっていないものでご

ざいまして、現実の実態、それからその影響につきましても把握できる立場にはございま

せん。したがいまして、それにつきましては、大変申しわけございませんが見解を申し上

げられない状況にございます。 

  私どもとしては、後期高齢者医療制度が定着し、安定的に運用されるよう、しっかりこ
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の制度を実施してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大泉鉄之助議員） 阿部議員。 

○３２番（阿部繁議員） わかりました。御見解を述べられないということなので、一方的

に私の方から考えを述べたいと思いますが、担当医制については…… 

○議長（大泉鉄之助議員） 阿部議員に申し上げますけれども、討論の場所ではなしに、こ

こは質問でございますので、見解を述べるという前置きでは議長としてお受けできないと

いうことにもなるんでありますけれども、もしよろしければ、その議論はそれぞれの市町

村議会において御議論いただき、県を通じてくみ上げるというような、そういった方法も

あろうかと思いますので、その辺をごしんしゃくをいただきながら、もし質問があるなら

ば３問、お願いいたします。 

○３２番（阿部繁議員） 失礼いたしました。質問とさせていただきます。 

  先ほど、担当医制が柔軟な運用がされているから、担当医制については問題ないような

御答弁ありましたけれども、これは余りにも医師会の反発が強かったから出来高制を温存

したというか残しただけの話であって、これ、２０１０年のレセプトのオンライン化に合

わせて恐らくこの担当医制で包括制、丸めですね、包括制の方は完全導入というような、

大体の専門家は見ています。なので、私はその辺も含めて必ずしも、今は幸いにも出来高

制と包括制が両方受けられるということが医師会の反発があったためにできます。なので

確かに後期高齢者の方が急に４月から病院で医療の給付の制限を受けるというような事態

には陥っていないんだけれども、この状況というのは、やっぱり２０１０年までに少しず

つ変わるというふうに私は考えていますので、そういうのを注視していく必要はあるんで

はないですかと。それで質問とさせていただきます。 

○議長（大泉鉄之助議員） ただいまの質問の趣旨をもとに答弁できますか。御意見として

伺っておきますか。はい、どうぞ事務局長。 

○事務局長（増子友一） 阿部繁議員の再々質問につきましてお答え申し上げます。 

  先ほども申し上げましたとおり、広域連合としましては診療報酬を決定する、あるいは

その運営に参加する立場にはございませんが、これにつきましては、我々としても国の動

きを慎重に注視しながら、診療報酬に基づく医療給付の適正な執行を努めてまいりたいと

いうふうに考えております。以上のとおりです。 

○議長（大泉鉄之助議員） 以上で一般質問を終結いたしました。 
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     日程第１３ 議第６号議案 後期高齢者医療制度の円滑な実施に関する意見書 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に日程第１３、議第６号議案、後期高齢者医療制度の円滑な

実施に関する意見書を議題とし、提出者から提案理由の説明を求めます。１２番木村和彦

議員。 

○１２番（木村和彦議員） 議第６号議案について御説明申し上げます。 

  この意見書の提出に当たりましては、森長一郎議員、秋山昇議員、佐藤千昭議員、後藤

正幸議員、本田敏昭議員のそれぞれの御賛同を賜りまして、私が代表して提出するもので

あります。 

  この後期高齢者医療制度の円滑な実施に関する意見書の内容につきましては、既に皆さ

んのお手元に配付してありますので、その詳細については省略をしたいというふうに思い

ますが、この意見書の提出の主な動機ということにつきましては今も、るる論議をされて

おりましたが、後期高齢者医療制度という新たな医療制度を国民の間に定着させて安定的

な運営ができるようにと、最大限の努力を国にも求めていくものであります。これは高齢

者が安んじて今後も医療サービスを受けられるようにという趣旨のことでの意見書でござ

います。 

  １つとして、国は、制度の設計者として、国民の理解が得られるよう、制度が定着する

まで責任を持って、制度創設の背景や理念、制度の基本的な仕組みについて周知徹底を図

ること。 

  ２つに、制度見直しの実施に必要な財源は、国の責任において確実な財政措置を行うこ

と。また、制度の実施に伴い、広域連合や市町村に過重な負担が生じないような、適切な

財政措置を行うこと。 

  ３つに、制度の運営や見直しに当たっては、広域連合や市町村の意見を十分に聴取し、

現場の実情に配慮すること。 

  その３点を求めるものでございます。 

  議員皆様の御賛同をお願いし、議案の説明といたします。 

○議長（大泉鉄之助議員） 質疑の通告はありません。 

  これより討論を行います。 

  反対討論の通告がありますので、発言を許します。２９番遠藤武夫議員。 

○２９番（遠藤武夫議員） ２９番、色麻町、遠藤武夫。 

  後期高齢者医療制度の円滑な実施に関する意見書に対する反対討論を行います。 
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  ことし４月から後期高齢者医療制度が始まりましたが、保険料の年金からの天引きを発

端にして、各県の広域連合や各市町村に苦情と怒りの声が殺到いたしました。あらゆる世

論調査で、後期高齢者医療保険制度の廃止、そして見直しを求める声は圧倒的多数であり

ます。既に参議院では後期高齢者医療制度を廃止する法案が可決されており、１年後まで

に行われる総選挙で衆議院の構成が変われば、廃止は現実のものになります。 

  国民の怒りは、７５歳以上の人を「後期高齢者」と呼んでほかの世代と切り離し、受け

られる医療や健診を年齢で差別する点に向けられております。そして高齢者にも現役世代

にも際限のない負担増を押しつける仕組みになっていることが知られるにつれて、一時的

な負担軽減という与党の対策に対し、選挙の審判を免れようとする小手先だけの対策だと

いう厳しい批判などが広がってきております。 

  年金から保険料を強制的に天引きするやり方については、高齢者の皆さんが使えるお金

が目減りすることはもちろん、税金の控除にも支障を来すものであり、今、不服審査請求

が提出されるに至っております。 

  宮城県広域連合議会が国会と政府各省庁に向かって意見書を提出するのであれば、こう

した県民の願いを代弁するものでなければなりません。ところが提案されている意見書

は、将来にわたって医療制度を持続可能なものとするために創設されたと、こう弁護し

て、制度の根幹を温存することにその主眼があり、県民の願いにこたえるものにはなって

おりません。議会の意見書はその地方公共団体の団体意思をあらわすものですから、全会

一致が望ましいことは言うまでもありません。 

  そこで、けやきグループに所属する議員は、提案の一部に賛成できる内容があることを

正しく評価し、制度の改善を求める角度から、一致できる内容で意見書を取りまとめるこ

とを目指して必要な努力を払いましたが、一致点での共同提案に至らなかったことは大変

残念で、今日に至っております。 

  国民的な批判を招いている後期高齢者医療制度を擁護するという大きな誤りのあるこの

意見書を採択することは、県民の利益に反する行為であり、広域連合議会への不信と批判

を招くことにもなりかねません。 

  よって、後期高齢者医療制度の円滑な実施に関する意見書の提出に対しましては同意す

ることができず、反対の討論といたします。 

  御清聴ありがとうございました。 

○議長（大泉鉄之助議員） 以上で討論を終結いたします。 
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  これより採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議長（大泉鉄之助議員） 起立多数であります。 

  よって、議第６号議案は原案のとおり可決されました。 

  あらかじめ申し上げますが、本日の会議時間は議事の都合により若干延長いたしますこ

とを申し上げておきます。 

                                           

     日程第１４ 議第７号議案 後期高齢者医療制度へのさらなる国の財政負担を求

める意見書 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、日程第１４、議第７号議案、後期高齢者医療制度へのさ

らなる国の財政負担を求める意見書を議題とし、提出者から提案理由の説明を求めます。

２０番鞠子幸則議員。 

○２０番（鞠子幸則議員） 亘理町議会の鞠子です。 

  後期高齢者医療制度へのさらなる国の財政負担を求める意見書を会議規則第１４条の規

定に基づき提出します。 

  歌川渡議員、今野章議員の賛同をいただき、私が提出いたします。 

  平成２０年４月から後期高齢者医療制度が始まりました。各県の広域連合や自治体には、

「人間を７５歳で区別する人権侵害だ」「保険料が安くなると言っていたが、実際には高く

なった」「断りなく年金から保険料を天引きするのはおかしい」など、苦情や怒りが殺到し

ました。こうした国民・県民の苦情・怒りは、７５歳以上の人を「後期高齢者」と呼び、

他の世代と切り離し、際限のない負担増に追い込むとともに、受けられる医療を差別する

という後期高齢者医療制度の根幹そのものに向けられています。 

  こうした中で、後期高齢者医療制度発足とともに、国は健康保険組合などの負担をふや

して国民健康保険の負担を減らしました。その結果、老人医療費全体に占める国庫負担の

割合は、平成１９年度の３７．３％から２０年度の３５．４％に減りました。これは１，

３００万人の後期高齢者１人当たり１万８，０００円に相当します。国の負担を減らして

高齢者や現役世代にしわ寄せすることは決して許されることではありません。 

  よって、宮城県後期高齢者医療広域連合議会は、政府に対して下記の３点についてその
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実現を求めるものであります。 

  第１点目、「現役並み所得者」について他の対象者と同様に国庫負担の対象とすること。 

  ２、国は、定率交付分１２分の４を全額交付し、調整交付金は別枠で確保すること。 

  ３、老人医療費全体に占める国庫負担の割合を少なくとも後期高齢者医療制度前の割合

に戻すことであります。 

  以上、地方自治法第９９条に基づいて意見書を提出します。 

  なお、４７都道府県の医師会のうち約４分の３の３５都府県の医師会が後期高齢者医療

制度への反対、見直しを求めております。 

  また、そもそも病気にかかりがちな高齢者の医療については、長年の社会貢献にふさわ

しく国と大企業が十分な財政負担を行い、高齢者が安心して医療を受けられるようにする

必要があります。 

  以上、議員皆さんの御賛同をいただき、意見書を採択されるようお願いいたしまして提

案といたします。 

○議長（大泉鉄之助議員） 質疑の通告はありません。 

  これより討論を行います。 

  初めに、反対討論の通告がありますので、発言を許します。７番森長一郎議員。 

○７番（森長一郎議員） 議席番号７番、多賀城市選出の森でございます。 

  私は、ただいま議題となっております議員提出第７号議案、後期高齢者医療制度へのさ

らなる国の財政負担を求める意見書に対しまして、反対する立場から討論をさせていただ

きます。 

  後期高齢者医療制度は、急速な少子高齢化の進行や経済の低成長への移行など、医療を

取り巻く環境が大きく変化する中で、国民皆保険を堅持し、将来にわたって医療制度を持

続可能なものとするために創設されたものであります。 

  この制度を運営する広域連合としては、構成市町村と一丸となって制度を実施していく

ことが何よりも重要でありますが、現場の実施主体として国に対して求めるべきことはし

っかりと要求していかなければならないと考えるものであります。 

  しかしながら一方で、要望する以上はその内容を十分吟味し、要望する内容について責

任を持つことは当然のことであります。特に現在のように国・地方を通じた厳しい財政事

情にある中で要望を行う場合には、要望する側の姿勢や考え方を明らかにし、要望する理

由を明確に示さなければ、相手方に検討を促し、実現させることはできません。ただ単に



 - 72 -

一方的な要求を行ったのでは全く考慮されないばかりか、場合によっては信用や信頼を失

うことになってしまいます。 

  翻って、提案のあった意見書では、後期高齢者医療制度を人権侵害、医療の差別と断定

し、苦情や怒りは制度の根幹そのものに向けられているとまで言い切り、その上で政府に

さらなる財政負担を求めております。この制度について課題が指摘され、さまざまな議論

があることは私も十分承知しております。しかし制度の根幹を否定しながら、一方でこの

制度に関し財政支出を求めるという姿勢は、果たして政府はもとより国民や県民の理解が

得られるのかどうか、大いに疑問に思うものであります。この意見書が目的としているも

のは一体何でありましょうか。 

  我が国の高齢者医療制度は、これまで老人保健制度により行われてまいりました。しか

し従来の仕組みは、負担の不公平や市町村の財政基盤などさまざまな問題点が指摘され、

今後、我が国が超高齢社会に突き進んだときに、到底、高齢者の医療を支え切れないとい

うのが共通の認識でありました。こうしたことから長年にわたる関係者の議論が進めら

れ、高齢者の医療を社会全体で支える仕組みとして後期高齢者医療制度が創設されたもの

であります。 

  制度が施行されて間もない今、私たちが行わなければならないことは、この制度が創設

された背景や理念を改めて思い起こし、改善すべきところは改善しながら、制度の定着と

安定的な運営を目指していくことではないかと考えるものであります。 

  初めに申し上げましたとおり、広域連合としても国に求めるべきことはしっかりと要求

しなければならないと考えますが、要望する以上は、要望する側の姿勢や考え方を明らか

にし、求める内容について責任を持つことが必要であります。 

  私は、現在の状況からすれば、この制度に関し国に一層の対応を求めるのは当然のこと

と思います。しかしこの広域連合議会がただいま提案されている意見書をもって衆参両院

議長と内閣総理大臣に要望を行うのでは、余りにも妥当性を欠くことになると考えるもの

であります。 

  以上のことから、議員提出第７号議案、後期高齢者医療制度へのさらなる国の財政負担

を求める意見書に対しまして反対するものであります。以上でございます。 

○議長（大泉鉄之助議員） 次に、賛成討論の通告がありますので、発言を許します。１１

番長谷川博議員。 

○１１番（長谷川博議員） 東松島の長谷川でございます。 
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  ただいま議題とされております後期高齢者医療制度へのさらなる国の財政負担を求める

意見書の採択に賛成の立場であります。 

  前者、反対討論をいただきましたが、前者とは立場を全く異にするものであります。あ

らかじめお断りを申し上げておきます。 

  まず、本年４月から施行された後期高齢者医療制度に対して、高齢者はもとより多くの

市民・県民の間で「少ない年金からさらに保険料を取られたら暮らしていけない」とか

「年寄りは長生きするなということか」などと不安の声が起こっていることは事実です。 

  政府は、たびたびの手直しで現行制度の存続・定着を図ろうとしていますが、残念なが

ら高齢者に対する負担増の押しつけ、さらには差別医療を持ち込むという制度の根幹に変

わりはないと考えるものであります。 

  ただいまの提案理由でも若干触れられましたが、国が後期高齢者医療制度について施行

するに当たっては、公費を重点的に投入する制度と繰り返し説明を行ってきましたが、私

どもの知る範囲では、６月５日の参議院厚生労働委員会で、日本共産党の井上参議院議員

が厚生労働省の資料をもとに、老人医療費全体に占める国庫負担の割合が０７年度３７．

３％、今年度は３５．４％となり、国庫負担は後期高齢者医療制度になって減っていると

の事実確認を求めたところ、厚労省も事実であることを認めたとされています。 

  申し上げるまでもなく、後期高齢者医療の制度上、国の負担はいわゆる公費だけではな

く、支援金の中にも国の負担が入っているわけであります。ところが後期高齢者医療制度

発足に伴い従前の拠出金から支援金に変更する際、健康保険組合などの負担をふやし、一

方で国民健康保険の負担を減らしました。国保の支援金の半分余りは国の負担なので、当

然国保の支援金が減れば国の負担も減るという仕組みになっているのであります。このこ

とにより、老人医療費に占める国の負担割合が昨年比１．９％減と試算されるとのことで

あります。もし平成１９年度と同じ国の負担割合をことしも維持すれば、国の負担は２，

３４０億円ふえるのだとされております。この額は、全国の１，３００万人余りの後期高

齢者１人当たりにすれば約１万８，０００円と試算されるとのことであります。 

  また、一方で、政府与党がこのほどまとめた低所得者の保険料軽減策の財源は、年間約

３３０億円と見込まれましたが、現時点で既にその７倍も国の負担を削減していたことと

なり、当然その分を高齢者や現役世代にしわ寄せするということは認められず、国に対し

て３項目にわたってさらなる財政負担を求めるとする意見の表明に賛成する立場でありま

す。 
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○議長（大泉鉄之助議員） 以上で討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議長（大泉鉄之助議員） 起立少数であります。 

  よって、議第７号議案は否決されました。 

                                           

○議長（大泉鉄之助議員） 以上をもちまして、本定例会に付議された議案の審議はすべて

終了いたしました。 

  よって、平成２０年第２回宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたしま

す。 

       午後５時０４分  閉会 

                                           

  以上、地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

   平成２０年８月７日 
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